


別表 

 

変更認可の経緯（１／２） 

 

認可年月日 認可番号 備 考 

平成 30 年 11 月 30 日 原規規発第 1811305 号 

再処理施設に関する設計

及び工事の方法の認可を

受けている案件について

廃止措置期間中に工事を

行うことを明記，ガラス

固化技術開発施設の工程

制御装置等の更新 

平成 31 年 2 月 18 日 原規規発第 19021811 号 

ガラス固化技術開発施設

の溶融炉制御盤の更新， 

ガラス固化技術開発施設

の固化セルのインセルク

ーラの電動機ユニットの

交換 

平成 31 年 3 月 29 日 原規規発第 1903297 号 

ガラス固化技術開発施設

の溶融炉の間接加熱装置

(予備品)の製作及び交換 

令和元年 9 月 10 日 原規規発第 1909101 号 

動力分電盤制御用電源回

路の一部変更，管理区域

境界に設置された窓ガラ

スの交換，分離精製工場

プール水処理系第２系統

のポンプの交換，クリプ

トン回収技術開発施設の

浄水供給配管等の一部更

新，分離精製工場，放出

廃液油分除去施設等への

浄水供給配管の一部更

新，分離精製工場のアン

バー系排風機の電動機交

換 

 



別表 

 

変更認可の経緯（２／２） 

 

認可年月日 認可番号 備 考 

令和元年 9 月 10 日 原規規発第 1909102 号 

ガラス固化技術開発施設

における放射線管理設備

の更新 

令和元年 9 月 10 日 原規規発第 1909103 号 

アスファルト固化処理施

設の浄水配管及び蒸気凝

縮水配管の一部更新，第

二アスファルト固化体貯

蔵施設の水噴霧消火設備

の一部更新 
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核燃料サイクル工学研究所 再処理施設 廃止措置計画変更認可申請書 補正前後比較表 
補正箇所を下線又は雲マークで示す。 
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補 正 前 
補 正 後 補正理由 

廃止措置計画変更認可申請書（平成 30 年 11 月 9 日付け 30 原機（再）054） 

六．性能維持施設の位置，構造及び設備並びにその性能，その性能を維持すべき期間

並びに再処理施設の性能に係る技術基準に関する規則（平成二十五年原子力規制

委員会規則第二十九号）第二章及び第三章に定めるところにより難い特別の事情

がある場合はその内容 

 

1 性能維持施設の位置，構造 

1.1 性能維持施設の位置，構造 

(1)性能維持施設の位置 

省略 

 

(2)性能維持施設の一般構造 

1）～3）省略 

 

4）地震による損傷の防止 

①～③ 省略 

 

④ 基準地震動の策定に当たり実施する地質・地質構造評価については，隣接す

る原子力科学研究所の JRR-3 原子炉施設での敷地周辺及び敷地近傍の地質・地

質構造評価を参照する。 

基準地震動の策定に当たり選定する敷地に大きな影響を及ぼすと予想され

る地震及び地震動については，JRR-3 原子炉施設における地震動評価のうち敷

地周辺で想定される検討用地震を参照し，以下に示す地震学的見地から想定す

ることが適切な地震及び地震動を考慮している。 

「敷地ごとに震源を特定して策定する地震動」 

・ F1 断層～北方陸域の断層～塩ノ平地震断層による地震 

・ 2011 年東北地方太平洋沖型地震 

・ 茨城県南部の地震 

「震源を特定せず策定する地震動」 

・ 加藤ほか（2004）による応答スペクトル 

・ 2004 年北海道留萌支庁南部の地震 

以上を踏まえ，再処理施設における「敷地ごとに震源を特定して策定する地

震動」及び「震源を特定せず策定する地震動」について，不確かさを考慮した地

震動評価を行い，基準地震動 Ss を策定した。 

地質・地質構造評価及び基準地震動の策定について別添 6-1-14 に示す。 

 

 

六．性能維持施設の位置，構造及び設備並びにその性能，その性能を維持すべき期間

並びに再処理施設の性能に係る技術基準に関する規則（平成二十五年原子力規制

委員会規則第二十九号）第二章及び第三章に定めるところにより難い特別の事情

がある場合はその内容 

 

1 性能維持施設の位置，構造 

1.1 性能維持施設の位置，構造 

(1)性能維持施設の位置 

 変更なし 

 

(2)性能維持施設の一般構造 

1）～3）変更なし 

 

4）地震による損傷の防止 

①～③ 変更なし 

 

④ 基準地震動の策定に当たり実施する地質・地質構造評価については，隣接す 

る原子力科学研究所の JRR-3 原子炉施設での敷地周辺及び敷地近傍の地質・地 

質構造評価を参照する。 

基準地震動の策定に当たり選定する敷地に大きな影響を及ぼすと予想され 

る地震及び地震動については，JRR-3 原子炉施設における地震動評価のうち敷 

地周辺で想定される検討用地震を参照し，以下に示す地震学的見地から想定す 

ることが適切な地震及び地震動を考慮している。 

「敷地ごとに震源を特定して策定する地震動」 

・ F1 断層～北方陸域の断層～塩ノ平地震断層による地震 

・ 2011 年東北地方太平洋沖型地震 

・ 茨城県南部の地震 

「震源を特定せず策定する地震動」 

・ 加藤ほか（2004）による応答スペクトル 

・ 2004 年北海道留萌支庁南部の地震 

以上を踏まえ，再処理施設における「敷地ごとに震源を特定して策定する地

震動」及び「震源を特定せず策定する地震動」について，不確かさを考慮した地

震動評価を行い，基準地震動 Ss を策定した。 

基準地震動の策定について別添 6-1-14 に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○申請対象の一部削
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補 正 前 
補 正 後 補正理由 

廃止措置計画変更認可申請書（平成 30 年 11 月 9 日付け 30 原機（再）054） 

5)津波による損傷の防止 

① 安全機能を有する施設は，隣接する原子力科学研究所の JRR-3 原子炉施設の

津波に係る評価を踏まえて策定した基準津波(以下「基準津波」という。)により，

その安全性が損なわれるおそれがないものとするよう検討する。また，基準津波

(平成 29 年 9 月末までに策定済)については，本申請以降に廃止措置計画の変

更申請を行う。 

高放射性廃液を内蔵する設備については，基準津波に対する防護措置その他

の適切な措置を行うよう検討する。 

なお，暫定津波シミュレーションから高放射性廃液貯蔵場(HAW)の浸水深を東

京湾平均海面(以下「T.P.」という。)+12.8 m と評価しており，高放射性廃液を

内蔵する建家開口部に浸水防止扉を設置している T.P.+14.4 m を超えるもので

はない。また，基準津波の襲来により電源供給機能を維持できない場合でも，崩

壊熱除去機能，水素掃気機能等の安全機能を維持できるよう可搬型発電機を

T.P.+約 18 m の地点に配備している。さらに，漂流物等により敷地内のアクセス

性が低下した場合に備え，漂流物撤去用の重機を配備している。現状の安全対策

及び検討中の安全対策の例を別添 6-1-4 に示す。 

一方，高放射性廃液貯蔵場(HAW)に非常用電源を供給する第二中間開閉所及び

ガラス固化技術開発施設(TVF)開発棟に非常用電源を供給するガラス固化技術

開発施設(TVF)管理棟については，T.P.+約 8 ～11 m までの浸水防止対策を実施

しているものの，基準津波が襲来した場合に電源供給機能を維持できない可能

性があり，基準地震動に対する耐震性も不足する見通しである。現状よりさらに

高い位置まで浸水防止対策を実施するには，建家等の耐震補強が必要となるが，

既存建家及び設備直下の大規模な補強工事は，困難な状況である。さらに，蒸気

及び水を供給する既存の設備についても，基準地震動に対する耐震性が不足す

る見通しであることから，浸水防止対策を実施するには，建家等の耐震補強が必

要となるが，既存建家及び設備直下の大規模な補強工事は，困難な状況である。

このため，再処理維持基準規則を踏まえた安全対策を実施できないおそれがあ

ることから，より難い特別な事情を明確にした上で，可搬型設備等の代替策も視

野に入れ，安全機能の維持や回復を検討する。その際，既に配備している可搬型

設備の有効性を確認した上で，分散配置の仕方及び追加設備の必要性を検討し，

その詳細について遅くとも平成 31 年度末までに定め，逐次廃止措置計画の変更

申請を行う。 

その他の防護対象施設については，基準津波に対する防護措置その他の適切

な措置を行うよう検討する。 

 

 

5)津波による損傷の防止 

① 安全機能を有する施設は，隣接する原子力科学研究所の JRR-3 原子炉施設の

津波に係る評価を踏まえて策定した基準津波(以下「基準津波」という。)により，

その安全性が損なわれるおそれがないものとするよう検討する。また，基準津波

(平成 29 年 9 月末までに策定済)については，本申請以降に廃止措置計画の変

更申請を行う。 

高放射性廃液を内蔵する設備については，基準津波に対する防護措置その他

の適切な措置を行うよう検討する。 

なお，暫定津波シミュレーションから高放射性廃液貯蔵場(HAW)の浸水深を東

京湾平均海面(以下「T.P.」という。)+12.8 m と評価しており，高放射性廃液を

内蔵する建家開口部に浸水防止扉を設置している T.P.+14.4 m を超えるもので

はない。また，基準津波の襲来により電源供給機能を維持できない場合でも，崩

壊熱除去機能，水素掃気機能等の安全機能を維持できるよう可搬型発電機を

T.P.+約 18 m の地点に配備している。さらに，漂流物等により敷地内のアクセス

性が低下した場合に備え，漂流物撤去用の重機を配備している。現状の安全対策

及び検討中の安全対策の例を別添 6-1-4 に示す。 

一方，高放射性廃液貯蔵場(HAW)に非常用電源を供給する第二中間開閉所及び

ガラス固化技術開発施設(TVF)ガラス固化技術開発棟に非常用電源を供給する

ガラス固化技術開発施設(TVF) ガラス固化技術管理棟については，T.P.+約 8 ～

11 m までの浸水防止対策を実施しているものの，基準津波が襲来した場合に電

源供給機能を維持できない可能性があり，基準地震動に対する耐震性も不足す

る見通しである。現状よりさらに高い位置まで浸水防止対策を実施するには，建

家等の耐震補強が必要となるが，既存建家及び設備直下の大規模な補強工事は，

困難な状況である。さらに，蒸気及び水を供給する既存の設備についても，基準

地震動に対する耐震性が不足する見通しであることから，浸水防止対策を実施

するには，建家等の耐震補強が必要となるが，既存建家及び設備直下の大規模な

補強工事は，困難な状況である。このため，再処理維持基準規則を踏まえた安全

対策を実施できないおそれがあることから，より難い特別な事情を明確にした

上で，可搬型設備等の代替策も視野に入れ，安全機能の維持や回復を検討する。

その際，既に配備している可搬型設備の有効性を確認した上で，分散配置の仕方

及び追加設備の必要性を検討し，その詳細について遅くとも平成 31 年度末まで

に定め，逐次廃止措置計画の変更申請を行う。 

その他の防護対象施設については，基準津波に対する防護措置その他の適切

な措置を行うよう検討する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○記載の適正化 

○記載の適正化 
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補正箇所を下線又は雲マークで示す。 

3/68 

補 正 前 
補 正 後 補正理由 

廃止措置計画変更認可申請書（平成 30 年 11 月 9 日付け 30 原機（再）054） 

② 基準津波の策定に当たり選定する敷地に も影響を及ぼす波源については，隣

接する原子力科学研究所の JRR-3 原子炉施設での津波評価を参照し，以下に

示す地震学的見地から想定することが適切な波源を考慮している。 

・2011 年東北地方太平洋沖型地震津波 

・茨城県沖から房総沖に想定する津波 

・海洋プレート内地震 

・海域の活断層による地殻内地震 

・陸上及び海底での地すべり並びに斜面崩壊 

・火山現象 

以上を踏まえ，再処理施設に も影響を与える津波波源を想定し，不確かさ

を考慮した津波評価を行い，基準津波を策定した。 

基準津波の策定について別添 6-1-15 に示す。 

 

6)外部からの衝撃による損傷の防止 

① 安全機能を有する施設は，想定される自然現象（地震及び津波を除く。）によ 

りその安全性を損なうおそれがある場合において，防護措置，基礎地盤の改 

良その他の適切な措置を行うよう検討する。 

なお，自然現象の抽出は，国内外の文献等から再処理施設の立地及び周辺 

環境を踏まえて再処理施設の安全性に影響を与える可能性のある事象を選 

定する。 

 

(a) 竜巻 

「原子力発電所の竜巻影響評価ガイド」(平成 26 年 9 月 17 日原規技発 

第 1409172 号原子力規制委員会決定)に基づき，再処理施設の敷地で想定さ 

れる基準竜巻・設計竜巻及びそれらから導かれる設計荷重に対して，防護措 

置その他の適切な措置を行う。 

竜巻に対する防護措置を行うための設計竜巻の 大風速は，100 m/s とし 

た。設計竜巻の設定等について別添 6-1-16 に示す。 

設計荷重は設計竜巻による風圧力による荷重，気圧差による荷重及び飛来

物が施設に衝突する際の衝撃荷重等を適切に組み合わせた荷重を設定する。

設定する設計飛来物は鋼製材（長さ 4.2 m×幅 0.3 m×高さ 0.2 m，質量 135 

kg，飛来時の水平速度 51 m/s，飛来時の鉛直速度 34 m/s）とし，設計飛来 

物より運動エネルギー又は貫通力が大きなものに対し，施設からの離隔又は

固縛等の適切な措置を行うよう検討する。 

高放射性廃液を内蔵する設備については，設定した設計竜巻を基に，防護

措置その他の適切な措置を行うよう検討する。 

② 基準津波の策定に当たり選定する敷地に も影響を及ぼす波源については，隣

接する原子力科学研究所の JRR-3 原子炉施設での津波評価を参照し，以下に

示す地震学的見地から想定することが適切な波源を考慮している。 

・2011 年東北地方太平洋沖型地震津波 

・茨城県沖から房総沖に想定する津波 

・海洋プレート内地震 

・海域の活断層による地殻内地震 

・陸上及び海底での地すべり並びに斜面崩壊 

・火山現象 

以上を踏まえ，再処理施設に も影響を与える津波波源を想定し，不確かさ

を考慮した津波評価を行い，基準津波を策定した。 

基準津波の策定について別添 6-1-15 に示す。 

 

6)外部からの衝撃による損傷の防止 

① 安全機能を有する施設は，想定される自然現象（地震及び津波を除く。）によ 

りその安全性を損なうおそれがある場合において，防護措置，基礎地盤の改 

良その他の適切な措置を行うよう検討する。 

なお，自然現象の抽出は，国内外の文献等から再処理施設の立地及び周辺 

環境を踏まえて再処理施設の安全性に影響を与える可能性のある事象を選 

定する。 

 

（a）竜巻 

「原子力発電所の竜巻影響評価ガイド」(平成 26 年 9 月 17 日原規技発 

第 1409172 号原子力規制委員会決定)に基づき，再処理施設の敷地で想定さ 

れる基準竜巻・設計竜巻及びそれらから導かれる設計荷重に対して，防護措 

置その他の適切な措置を行う。 

竜巻に対する防護措置を行うための設計竜巻の 大風速は，100 m/s とし 

た。設計竜巻の設定等について別添 6-1-16 に示す。 

 

 

 

 

 

 

高放射性廃液を内蔵する設備については，設定した設計竜巻を基に，防護

措置その他の適切な措置を行うよう検討する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○申請対象の一部削

除 
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なお，竜巻発生時においても崩壊熱除去機能及び水素掃気機能を維持でき 

るよう可搬型発電機及び可搬型給水設備を既往の許認可を受けた設備から

離して配備している。現状の安全対策及び検討中の安全対策の例を別添 6-

1-5 に示す。 

一方，高放射性廃液貯蔵場(HAW)及びガラス固化技術開発施設(TVF)開発棟

の屋上に設置している冷却設備については，設計飛来物により損傷する可能

性があるが，竜巻防護対策(防護ネット等の設置)を施し飛来物からの損傷を

防ぐ場合，重量の増加により建家の耐震性が確保できない可能性がある。こ

のため，再処理維持基準規則を踏まえた安全対策を実施できないおそれがあ

ることから，より難い特別な事情を明確にした上で，可搬型設備等の代替策

も視野に入れ，安全機能の維持や回復を検討する。その際，既に配備してい

る可搬型設備の有効性を確認した上で，分散配置の仕方及び追加設備の必要

性を検討し，その詳細について遅くとも平成 31 年度末までに定め，逐次廃

止措置計画の変更申請を行う。 

その他の防護対象施設については，基準竜巻・設計竜巻に対して防護措置

その他の適切な措置を行うよう検討する。 

 

(b)～(e) 省略 

 

②～③ 省略 

 

7)～48) 省略 

 

2 性能維持施設の設備，その性能，その性能を維持すべき期間 

 

省略 

 

 

3 再処理施設の性能に係る技術基準に関する規則第二章及び第三章に定めるところ 

により難い特別の事情 

 

省略 

 

 

表 6-1 耐震重要施設の概要（1/2） 

省略 

なお，竜巻発生時においても崩壊熱除去機能及び水素掃気機能を維持でき 

るよう可搬型発電機及び可搬型給水設備を既往の許認可を受けた設備から

離して配備している。現状の安全対策及び検討中の安全対策の例を別添 6-

1-5 に示す。 

一方，高放射性廃液貯蔵場(HAW)及びガラス固化技術開発施設(TVF)ガラス

固化技術開発棟の屋上に設置している冷却設備については，設計飛来物によ

り損傷する可能性があるが，竜巻防護対策(防護ネット等の設置)を施し飛来

物からの損傷を防ぐ場合，重量の増加により建家の耐震性が確保できない可

能性がある。このため，再処理維持基準規則を踏まえた安全対策を実施でき

ないおそれがあることから，より難い特別な事情を明確にした上で，可搬型

設備等の代替策も視野に入れ，安全機能の維持や回復を検討する。その際，

既に配備している可搬型設備の有効性を確認した上で，分散配置の仕方及び

追加設備の必要性を検討し，その詳細について遅くとも平成 31 年度末まで

に定め，逐次廃止措置計画の変更申請を行う。 

その他の防護対象施設については，基準竜巻・設計竜巻に対して防護措置

その他の適切な措置を行うよう検討する。 

 

(b)～(e) 変更なし 

 

②～③ 変更なし 

 

7)～48) 変更なし 

 

2 性能維持施設の設備，その性能，その性能を維持すべき期間 

 

変更なし 

 

 

3 再処理施設の性能に係る技術基準に関する規則第二章及び第三章に定めるところ 

により難い特別の事情 

 

変更なし 

 

 

表 6-1 耐震重要施設の概要（1/2） 

変更なし 

 

 

 

 

○記載の適正化 
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表 6-1 耐震重要施設の概要（2/2） 

省略 

 

表 6-2 安全上重要な施設の概要 

省略 

 

 

別添 6-1-1～6-1-13 省略 

  

別添 6-1-14 地質・地質構造評価及び基準地震動の策定 

 

1. 地質・地質構造評価 

省略 

 

2 基準地震動の策定 

2.1 概要 

   省略 

 

2.2 敷地周辺の地震発生状況 

2.2.1 過去の被害地震 

宇佐美ほかの「日本被害地震総覧」（2013）（2） および気象庁の「気象庁地震

カタログ」（2017）（3) に記載されている被害地震のうち，敷地からの震央距離が

約 200 km 以内の被害地震の震央分布を図 2-1 に示す。ここで，地震の規模及び震

央位置は，1922 年以前の地震については宇佐美ほか（2013）(2) を，1923 年以降

の地震については気象庁（2017）(3) を用いている。 

 

2.2.2 活断層の分布状況 

敷地周辺で実施した地質調査の結果に基づく敷地周辺の活断層等の分布を図

2-2 に示す。 

 

2.3 敷地及び敷地近傍の地盤振動特性 

2.3.1 解放基盤表面の設定 

地質調査によると，新第三系鮮新統～第四系下部更新統の久米層は敷地及び敷

地近傍でほぼ水平で相当な拡がりを持って分布しており，敷地内において G.L.約

-6 m 以深からボーリング調査下端の G.L.約-344 m まで分布している。また，PS

 

表 6-1 耐震重要施設の概要（2/2） 

変更なし 

 

表 6-2 安全上重要な施設の概要 

変更なし 

 

 

別添 6-1-1～6-1-13 変更なし 

  

別添 6-1-14 基準地震動の策定 

 

削る 

削る 

 

削る 

1 概要 

  変更なし 

 

2 敷地周辺の地震発生状況 

2.1 過去の被害地震 

宇佐美ほかの「日本被害地震総覧」（2013）（2） および気象庁の「気象庁地震

カタログ」（2017）（3) に記載されている被害地震のうち，敷地からの震央距離が

約 200 km 以内の被害地震の震央分布を図 1-1 に示す。ここで，地震の規模及び震

央位置は，1922 年以前の地震については宇佐美ほか（2013）(2) を，1923 年以降

の地震については気象庁（2017）(3) を用いている。 

 

2.2 活断層の分布状況 

敷地周辺で実施した地質調査の結果に基づく敷地周辺の活断層等の分布を図

1-2 に示す。 

 

3 敷地及び敷地近傍の地盤振動特性 

3.1 解放基盤表面の設定 

地質調査によると，新第三系鮮新統～第四系下部更新統の久米層は敷地及び敷

地近傍でほぼ水平で相当な拡がりを持って分布しており，敷地内において G.L.約

-6 m 以深からボーリング調査下端の G.L.約-344 m まで分布している。また，PS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○申請対象の一部削

除 

○申請対象の一部削

除 

 

○記載の適正化 

○記載の適正化 

 

 

○記載の適正化 

○記載の適正化 

 

 

○記載の適正化 

 

 

 

○記載の適正化 

 

○記載の適正化 

 

○記載の適正化 

○記載の適正化 
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検層結果によると G.L.-309 m 以深で S波速度がおおむね 0.7 km/s 以上となり，

著しい風化も見られない。以上を踏まえ，G.L.-309 m の位置に解放基盤表面を設

定する。なお，地震動評価のうち応答スペクトルに基づく手法における解放基盤

表面での地盤の弾性波速度値を，P波速度については 1.855 km/s と，S波速度に

ついては 0.7 km/s と設定する。敷地における解放基盤表面の設定を図 2-3 に示

す。 

 

2.3.2 地盤構造モデル 

地震動評価に用いる地盤構造モデルについては，解放基盤表面付近以浅をモデ

ル化した浅部の地盤構造モデルと，解放基盤表面付近以深をモデル化した深部の 

地盤構造モデルを設定する。 

浅部の地盤構造モデルは，地震観測記録から表層地盤の影響を取り除くはぎと

り解析に用いることとし，敷地内で実施したボーリング孔（RP-1）における PS 検

層等の地質構造調査結果を踏まえ，その付近に設置された地中地震計から得られ

た地震観測記録を用いて 適化したものを採用する。 

一方，深部の地盤構造モデルは，敷地ごとに震源を特定して策定する地震動の

評価及び震源を特定せず策定する地震動の評価に用いることとし，敷地及び敷地

周辺で実施した微動アレイ探査や地震波速度トモグラフィ解析等の地質構造調査

結果を踏まえて 適化したものを採用する。 

浅部の地盤構造モデルを表 2-1 に，深部の地盤構造モデルを表 2-2 に示す。 

 

2.4 基準地震動 Ss 

2.4.1 敷地ごとに震源を特定して策定する地震動 

（1）検討用地震の選定 

省略 

 

（2）検討用地震の地震動評価 

(i) 内陸地殻内地震 

a. 基本震源モデルの設定 

F1 断層～北方陸域の断層～塩ノ平地震断層による地震の基本震源モデルは，

原則として地震調査研究推進本部（2017）（6）による震源断層を特定した地震の強

震動予測手法（「レシピ」）（以下「強震動予測レシピ」という。）及び地質調

査結果に基づき設定する。 

設定した基本震源モデルの断層パラメータを表 2-3 に，断層モデルを図 2-4

に示す。 

b. 不確かさを考慮するパラメータの選定 

検層結果によると G.L.-309 m 以深で S波速度がおおむね 0.7 km/s 以上となり，

著しい風化も見られない。以上を踏まえ，G.L.-309 m の位置に解放基盤表面を設

定する。なお，地震動評価のうち応答スペクトルに基づく手法における解放基盤

表面での地盤の弾性波速度値を，P波速度については 1.855 km/s と，S波速度に

ついては 0.7 km/s と設定する。敷地における解放基盤表面の設定を図 1-3 に示

す。 

 

3.2 地盤構造モデル 

地震動評価に用いる地盤構造モデルについては，解放基盤表面付近以浅をモデ 

ル化した浅部の地盤構造モデルと，解放基盤表面付近以深をモデル化した深部の 

地盤構造モデルを設定する。 

浅部の地盤構造モデルは，地震観測記録から表層地盤の影響を取り除くはぎと

り解析に用いることとし，敷地内で実施したボーリング孔（RP-1）における PS 検

層等の地質構造調査結果を踏まえ，その付近に設置された地中地震計から得られ

た地震観測記録を用いて 適化したものを採用する。 

一方，深部の地盤構造モデルは，敷地ごとに震源を特定して策定する地震動の

評価及び震源を特定せず策定する地震動の評価に用いることとし，敷地及び敷地

周辺で実施した微動アレイ探査や地震波速度トモグラフィ解析等の地質構造調査

結果を踏まえて 適化したものを採用する。 

浅部の地盤構造モデルを表 1-1 に，深部の地盤構造モデルを表 1-2 に示す。 

 

4 基準地震動 Ss 

4.1 敷地ごとに震源を特定して策定する地震動 

（1）検討用地震の選定 

   変更なし 

 

（2） 検討用地震の地震動評価 

(i) 内陸地殻内地震 

a. 基本震源モデルの設定 

F1 断層～北方陸域の断層～塩ノ平地震断層による地震の基本震源モデルは，

原則として地震調査研究推進本部（2017）（6）による震源断層を特定した地震の強

震動予測手法（「レシピ」）（以下「強震動予測レシピ」という。）及び地質調

査結果に基づき設定する。 

設定した基本震源モデルの断層パラメータを表 1-3 に，断層モデルを図 1-4

に示す。 

b. 不確かさを考慮するパラメータの選定 

 

 

 

 

○記載の適正化 

 

 

〇記載の適正化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇記載の適正化 

 

○記載の適正化 

○記載の適正化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○記載の適正化 
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地震動評価における不確かさとして，短周期レベル，断層傾斜角及びアスペ

リティ位置について考慮する。 

地震動評価において考慮する各検討ケースを表 2-4 に，設定した各検討ケー

スの断層パラメータを表 2-5 に，断層モデルを図 2-5 に示す。 

c. 応答スペクトルに基づく手法による地震動評価 

応答スペクトルに基づく手法による地震動評価は，Noda et al. （2002）（7） 

に基づき行うものとし，福島県と茨城県の県境付近で発生した内陸地殻内地震

による補正係数を考慮し，Noda et al. （2002）（7）による内陸地殻内地震に対

する補正については考慮しない。設定した補正係数を図 2-6 に示す。 

表 2-4 に示す検討ケースを対象として，上記の手法に基づき算定した応答ス 

ペクトルを図 2-7 に示す。 

d. 断層モデルを用いた手法による地震動評価 

断層モデルを用いた手法による地震動評価は，経験的グリーン関数法及び波

数積分法を用いたハイブリッド法により行う。要素地震の諸元を表 2-6 に，震

央位置を図 2-8 に示す。 

 

 

 

 

表 2-4 に示す各検討ケースを対象として，上記の手法に基づき算定した応答ス

ペクトルを図 2-9 に示す。 

    

(ⅱ) プレート間地震 

a. 基本震源モデルの設定 

2011 年東北地方太平洋沖型地震の基本震源モデルは，諸井ほか（2013）（8）に

おける検討を踏まえ，強震動予測レシピに基づき設定する。 

設定した基本震源モデルの断層パラメータを表 2-7 に，断層モデルを図 2-10

に示す。 

b. 不確かさを考慮するパラメータの選定 

地震動評価における不確かさとして，SMGA 位置，短周期レベル及び両者の重

畳について考慮する。 

地震動評価において考慮する各検討ケースを表 2-8 に，設定した各検討ケー

スの断層パラメータを表 2-9 に，断層モデルを図 2-11 に示す。 

c. 応答スペクトルに基づく手法による地震動評価 

2011 年東北地方太平洋沖地震の本震のような複雑な震源過程から生成される

強震動を，短周期から長周期にわたり精度良く評価できる距離減衰式はないと

地震動評価における不確かさとして，短周期レベル，断層傾斜角及びアスペ

リティ位置について考慮する。 

地震動評価において考慮する各検討ケースを表 1-4 に，設定した各検討ケー

スの断層パラメータを表 1-5 に，断層モデルを図 1-5 に示す。 

c. 応答スペクトルに基づく手法による地震動評価 

応答スペクトルに基づく手法による地震動評価は，Noda et al. （2002）（7） 

   に基づき行うものとし，福島県と茨城県の県境付近で発生した内陸地殻内地震 

   による補正係数を考慮し，Noda et al. （2002）（7）による内陸地殻内地震に対 

する補正については考慮しない。設定した補正係数を図 1-6 に示す。 

 表 1-4 に示す検討ケースを対象として，上記の手法に基づき算定した応答ス 

ペクトルを図 1-7 に示す。 

d. 断層モデルを用いた手法による地震動評価 

福島県と茨城県の県境付近で発生した内陸地殻内地震については，敷地の観測 

記録にやや長周期成分を含む後続波が観測されており，これは敷地周辺の基盤形 

状の不整形性により生じていると考えられる（図 1-8）。この地震波を経験的グ 

リーン関数法の要素地震に用いる場合には，長周期側を適切に評価する必要があ 

ることから，断層モデルを用いた手法による地震動評価は，短周期側に経験的グ 

リーン関数法，長周期側に波数積分法を用いたハイブリッド法により行う。要素 

地震の諸元を表 1-6 に，震央位置を図 1-9 に示す。 

表 1-4 に示す各検討ケースを対象として，上記の手法に基づき算定した応答ス 

ペクトルを図 1-10 に示す。 

 

(ⅱ) プレート間地震 

a. 基本震源モデルの設定 

2011 年東北地方太平洋沖型地震の基本震源モデルは，諸井ほか（2013）（8）に

おける検討を踏まえ，強震動予測レシピに基づき設定する。 

設定した基本震源モデルの断層パラメータを表 1-7 に，断層モデルを図 1-11

に示す。 

b. 不確かさを考慮するパラメータの選定 

地震動評価における不確かさとして，SMGA 位置，短周期レベル及び両者の重

畳について考慮する。 

地震動評価において考慮する各検討ケースを表 1-8 に，設定した各検討ケー

スの断層パラメータを表 1-9 に，断層モデルを図 1-12 に示す。 

c. 応答スペクトルに基づく手法による地震動評価 

2011 年東北地方太平洋沖地震の本震のような複雑な震源過程から生成される

強震動を，短周期から長周期にわたり精度良く評価できる距離減衰式はないと
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考えられるため，応答スペクトルに基づく手法による地震動評価として，2011 年

東北地方太平洋沖地震の本震における解放基盤波を基に，それを包絡した応答

スペクトルを用いる。 

上記の手法に基づき算定した応答スペクトルを図 2-12 に示す。 

d. 断層モデルを用いた手法による地震動評価 

断層モデルを用いた手法による地震動評価は，経験的グリーン関数法により

行う。要素地震の諸元を表 2-10 に，震央位置を図 2-13 に示す。 

表 2-8 に示す各検討ケースを対象として，上記の手法に基づき算定した応答

スペクトルを図 2-14 に示す。 

 

(ⅲ) 海洋プレート内地震 

a. 基本震源モデルの設定 

茨城県南部の地震の基本震源モデルは，原則として 新の知見である中央防

災会議（2013）（5）に基づき設定する。 

設定した基本震源モデルの断層パラメータを表 2-11 に，断層モデルを図 2-15

に示す。 

b. 不確かさを考慮するパラメータの選定 

地震動評価における不確かさとして，断層傾斜角，アスペリティ位置，応力降

下量及び地震規模について考慮する。 

地震動評価において考慮する各検討ケースを表 2-12 に，設定した各検討ケー

スの断層パラメータを表 2-13 に，断層モデルを図 2-16 に示す。 

c. 応答スペクトルに基づく手法による地震動評価 

応答スペクトルに基づく手法による地震動評価は，Noda et al. （2002）（7） 

に基づき行うものとし，陸域寄りで発生した海洋プレート内地震による補正係

数を考慮する。設定した補正係数を図 2-17 に示す。 

表 2-12 に示す各検討ケースを対象として，上記の手法に基づき算定した応答

スペクトルを図 2-18 に示す。 

d. 断層モデルを用いた手法による地震動評価 

断層モデルを用いた手法による地震動評価は，統計的グリーン関数法により

行う。 

表 2-12 に示す各検討ケースを対象として，上記の手法に基づき算定した応答

スペクトルを図 2-19 に示す。 

 

2.4.2 震源を特定せず策定する地震動 

（1）評価方針 

省略 

考えられるため，応答スペクトルに基づく手法による地震動評価として，2011 年

東北地方太平洋沖地震の本震における解放基盤波を基に，それを包絡した応答

スペクトルを用いる。 

上記の手法に基づき算定した応答スペクトルを図 1-13 に示す。 

d. 断層モデルを用いた手法による地震動評価 

断層モデルを用いた手法による地震動評価は，経験的グリーン関数法により

行う。要素地震の諸元を表 1-10 に，震央位置を図 1-14 に示す。 

表 1-8 に示す各検討ケースを対象として，上記の手法に基づき算定した応答

スペクトルを図 1-15 に示す。 

 

(ⅲ) 海洋プレート内地震 

a. 基本震源モデルの設定 

茨城県南部の地震の基本震源モデルは，原則として 新の知見である中央防

災会議（2013）（5）に基づき設定する。 

設定した基本震源モデルの断層パラメータを表 1-11 に，断層モデルを図 1-16 

に示す。 

b. 不確かさを考慮するパラメータの選定 

地震動評価における不確かさとして，断層傾斜角，アスペリティ位置，応力降

下量及び地震規模について考慮する。 

地震動評価において考慮する各検討ケースを表 1-12 に，設定した各検討ケー

スの断層パラメータを表 1-13 に，断層モデルを図 1-17 に示す。 

c. 応答スペクトルに基づく手法による地震動評価 

応答スペクトルに基づく手法による地震動評価は，Noda et al. （2002）（7） 

に基づき行うものとし，陸域寄りで発生した海洋プレート内地震による補正係

数を考慮する。設定した補正係数を図 1-18 に示す。 

表 1-12 に示す各検討ケースを対象として，上記の手法に基づき算定した応答

スペクトルを図 1-19 に示す。 

d. 断層モデルを用いた手法による地震動評価 

断層モデルを用いた手法による地震動評価は，統計的グリーン関数法により

行う。 

表 1-12 に示す各検討ケースを対象として，上記の手法に基づき算定した応答

スペクトルを図 1-20 に示す。 

 

4.2 震源を特定せず策定する地震動 

（1）評価方針 

変更なし 
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（2）既往の知見 

加藤ほか（2004）（1）は，内陸地殻内地震を対象として，詳細な地質学的調査 

によっても震源位置と地震規模をあらかじめ特定できない地震（以下「震源を事 

前に特定できない地震」という。）による震源近傍の硬質地盤上における強震記 

録を用いて，震源を事前に特定できない地震による水平成分の地震動の上限スペ 

クトルを提案している。この加藤ほか（2004）（1）による「震源を事前に特定でき 

ない地震」は，「震源を特定せず策定する地震動」と同等の考え方に基づく知見 

と考えられる。 

以上を踏まえ，加藤ほか（2004）（1）による水平成分の応答スペクトルに対し， 

Noda et al. （2002）（7）の方法を用いて敷地の地盤物性を考慮した水平成分及 

び鉛直成分の応答スペクトルを「震源を特定せず策定する地震動」として考慮 

する。 

加藤ほか（2004）（1）に基づき設定した応答スペクトルを図 2-20 に示す。 

 

（3）検討対象地震の選定と震源近傍の観測記録の収集 

震源と断層を関連付けることが困難な過去の内陸地殻内地震に関する震源近

傍の観測記録の収集においては，震源断層がほぼ地震発生層の厚さ全体に広が

っているものの，地表地震断層としてその全容を表すまでには至っていない

Mw6.5 以上の地震及び断層破壊領域が地震発生層内部に留まり，国内においてど

こでも発生すると考えられる地震で，震源の位置も規模も分からない地震とし

て，地震学的見地から全国共通で考慮すべき Mw6.5 未満の地震を対象とする。

検討対象地震を表 2-14 に示す。 

 

(i) Mw6.5 以上の地震 

表 2-14 に示す検討対象地震のうち，Mw6.5 以上の地震である 2008 年岩手・宮

城内陸地震及び 2000 年鳥取県西部地震は，事前に活断層の存在が指摘されてい

なかった地域において発生し，地表付近に一部痕跡が確認された地震である。こ

れらの地震の震源域と敷地近傍には，地質・地質構造，変動地形，火山フロント，

地震地体構造，応力場等について地域差があると考えられる。 

2008 年岩手・宮城内陸地震の震源域と敷地近傍の比較を表 2-15 に，2000 年

鳥取県西部地震の震源域と敷地近傍の比較を表 2-16 に示す。表に示すように，

震源域と敷地近傍の特徴には類似性がないことから，敷地近傍において 2008 年

岩手・宮城内陸地震及び 2000 年鳥取県西部地震と同様の地震が発生する可能性

は低いと考えられるため，観測記録の収集対象外とする。 

 

 

（2）既往の知見 

加藤ほか（2004）（1）は，内陸地殻内地震を対象として，詳細な地質学的調査 

によっても震源位置と地震規模をあらかじめ特定できない地震（以下「震源を事 

前に特定できない地震」という。）による震源近傍の硬質地盤上における強震記 

録を用いて，震源を事前に特定できない地震による水平成分の地震動の上限スペ 

クトルを提案している。この加藤ほか（2004）（1）による「震源を事前に特定でき 

ない地震」は，「震源を特定せず策定する地震動」と同等の考え方に基づく知見 

と考えられる。 

以上を踏まえ，加藤ほか（2004）（1）による水平成分の応答スペクトルに対し， 

Noda et al. （2002）（7）の方法を用いて敷地の地盤物性を考慮した水平成分及 

び鉛直成分の応答スペクトルを「震源を特定せず策定する地震動」として考慮 

する。 

加藤ほか（2004）（1）に基づき設定した応答スペクトルを図 1-21 に示す。 

 

（3）検討対象地震の選定と震源近傍の観測記録の収集 

震源と断層を関連付けることが困難な過去の内陸地殻内地震に関する震源近

傍の観測記録の収集においては，震源断層がほぼ地震発生層の厚さ全体に広が

っているものの，地表地震断層としてその全容を表すまでには至っていない

Mw6.5 以上の地震及び断層破壊領域が地震発生層内部に留まり，国内において

どこでも発生すると考えられる地震で，震源の位置も規模も分からない地震と

して，地震学的見地から全国共通で考慮すべき Mw6.5 未満の地震を対象とする。

検討対象地震を表 1-14 に示す。 

 

(i) Mw6.5 以上の地震 

表 1-14 に示す検討対象地震のうち，Mw6.5 以上の地震である 2008 年岩手・宮

城内陸地震及び 2000 年鳥取県西部地震は，事前に活断層の存在が指摘されてい

なかった地域において発生し，地表付近に一部痕跡が確認された地震である。こ

れらの地震の震源域と敷地近傍には，地質・地質構造，変動地形，火山フロント，

地震地体構造，応力場等について地域差があると考えられる。 

2008 年岩手・宮城内陸地震の震源域と敷地近傍の比較を表 1-15 に，2000 年

鳥取県西部地震の震源域と敷地近傍の比較を表 1-16 に示す。表に示すように，

震源域と敷地近傍の特徴には類似性がないことから，敷地近傍において 2008 年

岩手・宮城内陸地震及び 2000 年鳥取県西部地震と同様の地震が発生する可能性

は低いと考えられるため，観測記録の収集対象外とする。 
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(ⅱ) Mw6.5 未満の地震 

表 2-14 に示した検討対象地震のうち，2008 年岩手・宮城内陸地震及び 2000

年鳥取県西部地震を除いた 14 地震について，震源近傍の観測記録を収集し，そ

の地震動レベルを整理した。その結果，加藤ほか（2004）（1）による応答スペク

トルとの比較から敷地に及ぼす影響が大きいと考えられる記録として，2004 年

北海道留萌支庁南部地震，2011 年茨城県北部地震，2013 年栃木県北部地震，

2011 年和歌山県北部地震及び 2011 年長野県北部地震における防災科学技術研

究所の強震観測網 K-NET 及び KiK-net 観測点の記録を選定した。このうち，2004

年北海道留萌支庁南部地震の記録については，佐藤ほか（2013）（9）により K-NET

港町観測点において詳細な地盤調査及び基盤地震動の推定が行われ，信頼性の

高い基盤地震動が得られていることから，これらを参考に K-NET 港町観測点の

地盤構造モデルの不確かさを考慮した基盤地震動を評価する。 

 

（4）震源を特定せず策定する地震動の設定 

震源を特定せず策定する地震動として，「2.4.2（2）既往の知見」で示した加

藤ほか（2004）（1）に基づき設定した応答スペクトル及び「2.4.2（3）検討対象地

震の選定と震源近傍の観測記録の収集 (ⅱ) Mw6.5 未満の地震」で評価した基 

盤地震動に K-NET 港町観測点と敷地の解放基盤表面相当位置の地盤物性の相違

（S波速度で K-NET 港町観測点 938 m/s に対し，敷地は表 2-2 に示す地盤構造 

モデル（深部）において 700 m/s）による影響等を考慮して評価した地震動の応

答スペクトルを考慮する。 

ここで，解放基盤表面相当位置の地盤物性の相違による影響等を考慮する際

には，「地盤物性の影響を考慮した検討」と「PS 検層に基づく検討」を踏まえた

地盤構造モデルを用いて評価した地震動に，保守性を考慮する。検討に当たり設

定した地盤構造モデルを表 2-17 に示す。 

以上を踏まえた，「震源を特定せず策定する地震動」の応答スペクトルを図 2-

21 に示す。 

 

2.4.3 基準地震動 Ss の策定 

基準地震動 Ss は，「2.4.1 敷地ごとに震源を特定して策定する地震動」及び

「2.4.2 震源を特定せず策定する地震動」の評価に基づき，敷地の解放基盤表面に

おける水平成分及び鉛直成分の地震動として策定する。 

 

（1） 敷地ごとに震源を特定して策定する地震動に基づく基準地震動 Ss 

(i) 応答スペクトルに基づく手法による基準地震動 Ss 

(ⅱ) Mw6.5 未満の地震 

表 1-14 に示した検討対象地震のうち，2008 年岩手・宮城内陸地震及び 2000

年鳥取県西部地震を除いた 14 地震について，震源近傍の観測記録を収集し，そ

の地震動レベルを整理した。その結果，加藤ほか（2004）（1）による応答スペク

トルとの比較から敷地に及ぼす影響が大きいと考えられる記録として，2004 年

北海道留萌支庁南部地震，2011 年茨城県北部地震，2013 年栃木県北部地震，

2011 年和歌山県北部地震及び 2011 年長野県北部地震における防災科学技術研

究所の強震観測網 K-NET 及び KiK-net 観測点の記録を選定した。このうち，2004

年北海道留萌支庁南部地震の記録については，佐藤ほか（2013）（9）により K-NET

港町観測点において詳細な地盤調査及び基盤地震動の推定が行われ，信頼性の

高い基盤地震動が得られていることから，これらを参考に K-NET 港町観測点の

地盤構造モデルの不確かさを考慮した基盤地震動を評価する。 

 

(4）震源を特定せず策定する地震動の設定 

震源を特定せず策定する地震動として，「4.2（2）既往の知見」で示した加

藤ほか（2004）（1）に基づき設定した応答スペクトル及び「4.2（3）検討対象地

震の選定と震源近傍の観測記録の収集 (ⅱ) Mw6.5 未満の地震」で評価した基

盤地震動にK-NET港町観測点と敷地の解放基盤表面相当位置の地盤物性の相違

（S波速度で K-NET 港町観測点 938 m/s に対し，敷地は表 1-2 に示す地盤構造

モデル（深部）において 700 m/s）による影響等を考慮して評価した地震動の

応答スペクトルを考慮する。 

ここで，解放基盤表面相当位置の地盤物性の相違による影響等を考慮する際

には，「地盤物性の影響を考慮した検討」と「PS 検層に基づく検討」を踏まえた

地盤構造モデルを用いて評価した地震動に，保守性を考慮する。検討に当たり設

定した地盤構造モデルを表 1-17 に示す。 

以上を踏まえた，「震源を特定せず策定する地震動」の応答スペクトルを図 1-

22 に示す。 

  

4.3 基準地震動 Ss の策定 

基準地震動 Ss は，「4.1 敷地ごとに震源を特定して策定する地震動」及び「4.2 

震源を特定せず策定する地震動」の評価に基づき，敷地の解放基盤表面における

水平成分及び鉛直成分の地震動として策定する。 

 

（1） 敷地ごとに震源を特定して策定する地震動に基づく基準地震動 Ss 

(i) 応答スペクトルに基づく手法による基準地震動 Ss 
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応答スペクトルに基づく手法による基準地震動 Ss は，「2.4.1 敷地ごとに

震源を特定して策定する地震動」における各検討用地震の応答スペクトルに基

づく手法による地震動評価結果を全て包絡するように設定した基準地震動 Ss-D

とする（水平成分を Ss-DHと，鉛直成分を Ss-Dv とする。）。 

各検討用地震の応答スペクトルに基づく手法による地震動評価結果と基準地

震動 Ss-D の設計用応答スペクトルを比較したものを図 2-22 に示す。 また，基

準地震動 Ss-D の設計用応答スペクトルのコントロールポイントの値を表 2-18

に示す。 

 

(ⅱ) 断層モデルを用いた手法による基準地震動 Ss 

断層モデルを用いた手法による基準地震動 Ss は，「2.4.1 敷地ごとに震源

を特定して策定する地震動」における各検討用地震の断層モデルを用いた手法

による地震動評価結果と，前節で示した基準地震動 Ss-D の設計用応答スペクト

ルを比較し，包絡関係を考慮して選定する。 

各検討用地震の断層モデルを用いた手法による地震動評価結果と基準地震動

Ss-D の設計用応答スペクトルを比較したものを図 2-23 に示す。図 2-23 より，

包絡関係を考慮して選定した基準地震動 Ss-1 及び基準地震動 Ss-2 の応答スペ

クトルを図 2-24 に示す。 

 

（2）震源を特定せず策定する地震動に基づく基準地震動 Ss 

震源を特定せず策定する地震動による基準地震動 Ss は，「2.4.2  震源を特

定せず策定する地震動」における震源を特定せず策定する地震動の評価結果と，

「2.4.3（1）敷地ごとに震源を特定して策定する地震動に基づく基準地震動 Ss」

に示す基準地震動 Ss を比較し，包絡関係を考慮して選定する。 

震源を特定せず策定する地震動の評価結果と基準地震動Ss-Dの設計用応答ス

ペクトルを比較したものを図 2-25 に示す。図 2-25 より，基準地震動 Ss-D の設

計用応答スペクトルが全ての周期帯において震源を特定せず策定する地震動の

評価結果を上回ることを確認した。 

 

（3）基準地震動 Ss の応答スペクトル 

「2.4.3（1）敷地ごとに震源を特定して策定する地震動に基づく基準地震動

Ss」及び「2.4.3（2）震源を特定せず策定する地震動に基づく基準地震動 Ss」

を踏まえて策定した基準地震動 Ss の応答スペクトルを図 2-26 に示す。 

 

（4）基準地震動 Ss の時刻歴波形 

応答スペクトルに基づく手法による基準地震動 Ss は，「4.1 敷地ごとに 

震源を特定して策定する地震動」における各検討用地震の応答スペクトルに基

づく手法による地震動評価結果を全て包絡するように設定した基準地震動 Ss-D

とする（水平成分を Ss-DHと，鉛直成分を Ss-Dv とする。）。 

各検討用地震の応答スペクトルに基づく手法による地震動評価結果と基準地

震動 Ss-D の設計用応答スペクトルを比較したものを図 1-23 に示す。 また，基

準地震動 Ss-D の設計用応答スペクトルのコントロールポイントの値を表 1-18

に示す。 

 

(ⅱ) 断層モデルを用いた手法による基準地震動 Ss 

断層モデルを用いた手法による基準地震動 Ss は，「4.1 敷地ごとに震源を

特定して策定する地震動」における各検討用地震の断層モデルを用いた手法に 

よる地震動評価結果と，前節で示した基準地震動 Ss-D の設計用応答スペクトル

を比較し，包絡関係を考慮して選定する。 

各検討用地震の断層モデルを用いた手法による地震動評価結果と基準地震動

Ss-D の設計用応答スペクトルを比較したものを図 1-24 に示す。図 1-24 より，

包絡関係を考慮して選定した基準地震動 Ss-1 及び基準地震動 Ss-2 の応答スペ

クトルを図 1-25 に示す。 

 

（2）震源を特定せず策定する地震動に基づく基準地震動 Ss 

震源を特定せず策定する地震動による基準地震動 Ss は，「4.2  震源を特定

せず策定する地震動」における震源を特定せず策定する地震動の評価結果と，

「4.3（1）敷地ごとに震源を特定して策定する地震動に基づく基準地震動 Ss」

に示す基準地震動 Ss を比較し，包絡関係を考慮して選定する。 

震源を特定せず策定する地震動の評価結果と基準地震動Ss-Dの設計用応答ス

ペクトルを比較したものを図 1-26 に示す。図 1-26 より，基準地震動 Ss-D の設

計用応答スペクトルが全ての周期帯において震源を特定せず策定する地震動の

評価結果を上回ることを確認した。 

 

（3）基準地震動 Ss の応答スペクトル 

「4.3（1）敷地ごとに震源を特定して策定する地震動に基づく基準地震動 Ss」

及び「4.3（2）震源を特定せず策定する地震動に基づく基準地震動 Ss」を踏ま

えて策定した基準地震動 Ss の応答スペクトルを図 1-27 に示す。 

 

（4）基準地震動 Ss の時刻歴波形 
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基準地震動 Ss の時刻歴波形は，応答スペクトルに基づく手法による基準地震

動 Ss-D の設計用応答スペクトルに適合する模擬地震波と，断層モデルを用いた

手法による基準地震動 Ss-1 及び基準地震動 Ss-2 の地震波とする。 

基準地震動 Ss-D の設計用応答スペクトルに適合する模擬地震波は，乱数の位

相を持つ正弦波の重ね合わせによって作成するものとし，振幅包絡線の経時的

変化については，Noda et al. （2002）（7）の方法に基づき，表 2-19 に示す形状

とする。 

策定した基準地震動 Ss-D の時刻歴波形を図 2-27 に，断層モデルを用いた手

法による基準地震動 Ss-1 及び基準地震動 Ss-2 の時刻歴波形を図 2-28 に示す。

また，基準地震動 Ss の 大加速度値を表 2-20 に示す。 

 

（参考文献） 

省略 

 

 

省略 

図 2-1 敷地周辺における過去の被害地震の震央分布 

 

 

省略 

図 2-2 地質調査結果に基づく敷地周辺の活断層等の分布 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基準地震動 Ss の時刻歴波形は，応答スペクトルに基づく手法による基準地震

動 Ss-D の設計用応答スペクトルに適合する模擬地震波と，断層モデルを用いた

手法による基準地震動 Ss-1 及び基準地震動 Ss-2 の地震波とする。 

基準地震動 Ss-D の設計用応答スペクトルに適合する模擬地震波は，乱数の位

相を持つ正弦波の重ね合わせによって作成するものとし，振幅包絡線の経時的

変化については，Noda et al. （2002）（7）の方法に基づき，表 1-19 に示す形状

とする。 

策定した基準地震動 Ss-D の時刻歴波形を図 1-28 に，断層モデルを用いた手

法による基準地震動 Ss-1 及び基準地震動 Ss-2 の時刻歴波形を図 1-29 に示す。

また，基準地震動 Ss の 大加速度値を表 1-20 に示す。 

  

（参考文献） 

変更なし 

 

 

変更なし 

図 1-1 敷地周辺における過去の被害地震の震央分布 
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図 1-2 地質調査結果に基づく敷地周辺の活断層等の分布 
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図 2-3 敷地における解放基盤表面の設定 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-3 敷地における解放基盤表面の設定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ボーリング位置と

評価対象施設との

位置関係を明記 
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省略 

図 2-4 F1 断層～北方陸域の断層～塩ノ平地震断層による地震の 

断層モデル（基本震源モデル） 

 

 

省略 

図 2-5(1) F1 断層～北方陸域の断層～塩ノ平地震断層による地震の 

断層モデル（不確かさを考慮したケース：短周期レベル） 

 

 

省略 

図 2-5(2) F1 断層～北方陸域の断層～塩ノ平地震断層による地震の 

断層モデル（不確かさを考慮したケース：断層傾斜角） 

 

 

省略 

図 2-5(3) F1 断層～北方陸域の断層～塩ノ平地震断層による地震の 

断層モデル（不確かさを考慮したケース：アスペリティ位置） 

 

 

省略 

図 2-6 解放基盤波と Noda et al.(2002)の方法による応答スペクトルの比 

（福島県と茨城県の県境付近で発生した内陸地殻内地震） 

 

 

省略 

図 2-7(1) F1 断層～北方陸域の断層～塩ノ平地震断層による地震の 

応答スペクトルに基づく手法による地震動評価結果 

 （水平成分） 

 

 

省略 

図 2-7(2) F1 断層～北方陸域の断層～塩ノ平地震断層による地震の 

応答スペクトルに基づく手法による地震動評価結果 

（鉛直成分） 

 

変更なし 

図 1-4 F1 断層～北方陸域の断層～塩ノ平地震断層による地震の 

断層モデル（基本震源モデル） 

 

 

変更なし 

図 1-5(1) F1 断層～北方陸域の断層～塩ノ平地震断層による地震の 

断層モデル（不確かさを考慮したケース：短周期レベル） 

 

 

変更なし 

図 1-5(2) F1 断層～北方陸域の断層～塩ノ平地震断層による地震の 

断層モデル（不確かさを考慮したケース：断層傾斜角） 

 

 

変更なし 

図 1-5(3) F1 断層～北方陸域の断層～塩ノ平地震断層による地震の 

断層モデル（不確かさを考慮したケース：アスペリティ位置） 

 

 

変更なし 

図 1-6 解放基盤波と Noda et al.(2002)の方法による応答スペクトルの比 

（福島県と茨城県の県境付近で発生した内陸地殻内地震） 
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図 1-7(1) F1 断層～北方陸域の断層～塩ノ平地震断層による地震の 

応答スペクトルに基づく手法による地震動評価結果 

 （水平成分） 
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図 1-7(2) F1 断層～北方陸域の断層～塩ノ平地震断層による地震の 

応答スペクトルに基づく手法による地震動評価結果 

  （鉛直成分） 
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省略 

図 2-8 F1 断層～北方陸域の断層～塩ノ平地震断層による地震の 

地震動評価に用いる要素地震の震央位置 

 

 

省略 

図 2-9(1) F1 断層～北方陸域の断層～塩ノ平地震断層による地震の 

断層モデルを用いた手法による地震動評価結果 

（NS 成分） 

 

 

省略 

図 2-9(2) F1 断層～北方陸域の断層～塩ノ平地震断層による地震の 

断層モデルを用いた手法による地震動評価結果 

（EW 成分） 

 

 

省略 

図 2-9(3) F1 断層～北方陸域の断層～塩ノ平地震断層による地震の 

断層モデルを用いた手法による地震動評価結果 

（UD 成分） 

 

 

省略 

図 2-10 2011 年東北地方太平洋沖型地震の断層モデル 

（基本震源モデル） 

 

 

省略 

図 2-11(1) 2011 年東北地方太平洋沖型地震の断層モデル 

（不確かさを考慮したケース：SMGA 位置） 

 

 

省略 

図 2-11(2) 2011 年東北地方太平洋沖型地震の断層モデル 

（不確かさを考慮したケース：短周期レベル） 

変更なし 

図 1-9 F1 断層～北方陸域の断層～塩ノ平地震断層による地震の 

地震動評価に用いる要素地震の震央位置 

 

 

変更なし 

図 1-10(1) F1 断層～北方陸域の断層～塩ノ平地震断層による地震の 

断層モデルを用いた手法による地震動評価結果 

 （NS 成分） 

 

 

変更なし 

図 1-10(2) F1 断層～北方陸域の断層～塩ノ平地震断層による地震の 

断層モデルを用いた手法による地震動評価結果 

 （EW 成分） 

 

 

変更なし 

図 1-10(3) F1 断層～北方陸域の断層～塩ノ平地震断層による地震の 

断層モデルを用いた手法による地震動評価結果 

 （UD 成分） 

 

 

変更なし 

図 1-11 2011 年東北地方太平洋沖型地震の断層モデル 

（基本震源モデル） 

 

 

変更なし 

図 1-12(1) 2011 年東北地方太平洋沖型地震の断層モデル 

（不確かさを考慮したケース：SMGA 位置） 

 

 

変更なし 

図 1-12(2) 2011 年東北地方太平洋沖型地震の断層モデル 

（不確かさを考慮したケース：短周期レベル） 
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補 正 前 
補 正 後 補正理由 

廃止措置計画変更認可申請書（平成 30 年 11 月 9 日付け 30 原機（再）054） 

 

省略 

図 2-11(3) 2011 年東北地方太平洋沖型地震の断層モデル 

（不確かさを考慮したケース：SMGA 位置と短周期レベルの不確かさの重畳） 

 

 

省略 

図 2-12(1) 2011 年東北地方太平洋沖型地震の 

応答スペクトルに基づく手法による地震動評価結果と 

2011 年東北地方太平洋沖地震の本震の解放基盤波の比較 

（水平成分） 

 

 

省略 

図 2-12(2) 2011 年東北地方太平洋沖型地震の 

応答スペクトルに基づく手法による地震動評価結果と 

2011 年東北地方太平洋沖地震の本震の解放基盤波の比較 

（鉛直成分） 

 

 

省略 

図 2-13 2011 年東北地方太平洋沖型地震の 

地震動評価に用いる要素地震の震央位置 

 

 

省略 

図 2-14(1) 2011 年東北地方太平洋沖型地震の 

断層モデルを用いた手法による地震動評価結果 

（NS 成分） 

 

 

省略 

図 2-14(2) 2011 年東北地方太平洋沖型地震の 

断層モデルを用いた手法による地震動評価結果 

（EW 成分） 

 

 

変更なし 

図 1-12(3) 2011 年東北地方太平洋沖型地震の断層モデル 

（不確かさを考慮したケース：SMGA 位置と短周期レベルの不確かさの重畳） 

 

 

変更なし 

図 1-13(1) 2011 年東北地方太平洋沖型地震の 

応答スペクトルに基づく手法による地震動評価結果と 

2011 年東北地方太平洋沖地震の本震の解放基盤波の比較 

 （水平成分） 

 

 

変更なし 

図 1-13(2) 2011 年東北地方太平洋沖型地震の 

応答スペクトルに基づく手法による地震動評価結果と 

2011 年東北地方太平洋沖地震の本震の解放基盤波の比較 

 （鉛直成分） 

 

 

変更なし 

図 1-14 2011 年東北地方太平洋沖型地震の 

地震動評価に用いる要素地震の震央位置 

 

 

変更なし 

図 1-15(1) 2011 年東北地方太平洋沖型地震の 

断層モデルを用いた手法による地震動評価結果 

 （NS 成分） 

 

 

変更なし 

図 1-15(2) 2011 年東北地方太平洋沖型地震の 

断層モデルを用いた手法による地震動評価結果 

 （EW 成分） 
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補 正 前 
補 正 後 補正理由 

廃止措置計画変更認可申請書（平成 30 年 11 月 9 日付け 30 原機（再）054） 

 

省略 

図 2-14(3) 2011 年東北地方太平洋沖型地震の 

断層モデルを用いた手法による地震動評価結果 

（UD 成分） 

 

 

省略 

図 2-15 茨城県南部の地震の断層モデル 

（基本震源モデル） 

 

 

省略 

図 2-16(1) 茨城県南部の地震の断層モデル 

（不確かさを考慮したケース：断層傾斜角） 

 

 

省略 

図 2-16(2) 茨城県南部の地震の断層モデル 

（不確かさを考慮したケース：アスペリティ位置） 

 

 

省略 

図 2-16(3) 茨城県南部の地震の断層モデル 

（不確かさを考慮したケース：応力降下量） 

 

 

省略 

図 2-16(4) 茨城県南部の地震の断層モデル 

（不確かさを考慮したケース：地震規模） 

 

 

省略 

図 2-17 解放基盤波と Noda et al.(2002)の方法による応答スペクトルの比 

（陸域寄りで発生した海洋プレート内地震） 

 

 

変更なし 

図 1-15(3) 2011 年東北地方太平洋沖型地震の 

断層モデルを用いた手法による地震動評価結果 

 （UD 成分） 

 

 

変更なし 

図 1-16 茨城県南部の地震の断層モデル 

 （基本震源モデル） 

 

 

変更なし 

図 1-17(1) 茨城県南部の地震の断層モデル 

（不確かさを考慮したケース：断層傾斜角） 

 

 

変更なし 

図 1-17(2) 茨城県南部の地震の断層モデル 

（不確かさを考慮したケース：アスペリティ位置） 

 

 

変更なし 

図 1-17(3) 茨城県南部の地震の断層モデル 

（不確かさを考慮したケース：応力降下量） 

 

 

変更なし 

図 1-17(4) 茨城県南部の地震の断層モデル 

（不確かさを考慮したケース：地震規模） 

 

 

変更なし 

図 1-18 解放基盤波と Noda et al.(2002)の方法による応答スペクトルの比 

（陸域寄りで発生した海洋プレート内地震） 
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補 正 前 
補 正 後 補正理由 

廃止措置計画変更認可申請書（平成 30 年 11 月 9 日付け 30 原機（再）054） 

 

省略 

図 2-18(1) 茨城県南部の地震の 

応答スペクトルに基づく手法による地震動評価結果 

（水平成分） 

 

 

省略 

図 2-18(2) 茨城県南部の地震の 

応答スペクトルに基づく手法による地震動評価結果 

（鉛直成分） 

 

 

省略 

図 2-19(1) 茨城県南部の地震の 

断層モデルを用いた手法による地震動評価結果 

（NS 成分） 

 

 

省略 

図 2-19(2) 茨城県南部の地震の 

断層モデルを用いた手法による地震動評価結果 

（EW 成分） 

 

 

省略 

図 2-19(3) 茨城県南部の地震の 

断層モデルを用いた手法による地震動評価結果 

（UD 成分） 

 

 

省略 

図 2-20(1) 加藤ほか（2004）に基づき設定した応答スペクトル 

（水平成分） 

 

 

 

変更なし 

図 1-19(1) 茨城県南部の地震の 

応答スペクトルに基づく手法による地震動評価結果 

（水平成分） 

 

 

変更なし 

図 1-19(2) 茨城県南部の地震の 

応答スペクトルに基づく手法による地震動評価結果 

（鉛直成分） 

 

 

変更なし 

図 1-20(1) 茨城県南部の地震の 

断層モデルを用いた手法による地震動評価結果 

（NS 成分） 

 

 

変更なし 

図 1-20(2) 茨城県南部の地震の 

断層モデルを用いた手法による地震動評価結果 

（EW 成分） 

 

 

変更なし 

図 1-20(3) 茨城県南部の地震の 

断層モデルを用いた手法による地震動評価結果 

（UD 成分） 

 

 

変更なし 

図 1-21(1) 加藤ほか（2004）に基づき設定した応答スペクトル 

（水平成分） 
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補 正 前 
補 正 後 補正理由 

廃止措置計画変更認可申請書（平成 30 年 11 月 9 日付け 30 原機（再）054） 

 

省略 

図 2-20(2) 加藤ほか（2004）に基づき設定した応答スペクトル 

（鉛直成分） 

 

 

省略 

図 2-21(1) 震源を特定せず策定する地震動の応答スペクトル 

 （水平成分） 

 

 

省略 

図 2-21(2) 震源を特定せず策定する地震動の応答スペクトル  

（鉛直成分） 

 

 

省略 

図 2-22(1) 基準地震動 Ss-D の設計用応答スペクトル  

（水平成分、Ss-DH） 

 

 

省略 

図 2-22(2) 基準地震動 Ss-D の設計用応答スペクトル  

（鉛直成分、Ss-Dv） 

 

 

省略 

図 2-23(1) 基準地震動 Ss-D と 

断層モデルを用いた手法による地震動評価結果の比較 

（NS 成分） 

 

 

省略 

図 2-23(2) 基準地震動 Ss-D と 

断層モデルを用いた手法による地震動評価結果の比較 

（EW 成分） 

 

変更なし 

図 1-21(2) 加藤ほか（2004）に基づき設定した応答スペクトル 

（鉛直成分） 

 

 

変更なし 

図 1-22(1) 震源を特定せず策定する地震動の応答スペクトル  

（水平成分） 

 

 

変更なし 

図 1-22(2) 震源を特定せず策定する地震動の応答スペクトル  

（鉛直成分） 

 

 

変更なし 

図 1-23(1) 基準地震動 Ss-D の設計用応答スペクトル  

（水平成分、Ss-DH） 

 

 

変更なし 

図 1-23(2) 基準地震動 Ss-D の設計用応答スペクトル  

（鉛直成分、Ss-Dv） 

 

 

変更なし 

図 1-24(1) 基準地震動 Ss-D と 

断層モデルを用いた手法による地震動評価結果の比較 

（NS 成分） 

 

 

変更なし 

図 1-24(2) 基準地震動 Ss-D と 

断層モデルを用いた手法による地震動評価結果の比較 

（EW 成分） 
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補 正 前 
補 正 後 補正理由 

廃止措置計画変更認可申請書（平成 30 年 11 月 9 日付け 30 原機（再）054） 

 

省略 

図 2-23(3) 基準地震動 Ss-D と 

断層モデルを用いた手法による地震動評価結果の比較 

（UD 成分） 

 

 

省略 

図 2-24(1) 基準地震動 Ss-D と 

断層モデルを用いた手法による基準地震動 Ss の比較 

（NS 成分） 

 

 

省略 

図 2-24(2) 基準地震動 Ss-D と 

断層モデルを用いた手法による基準地震動 Ss の比較 

（EW 成分） 

 

 

省略 

図 2-24(3) 基準地震動 Ss-D と 

断層モデルを用いた手法による基準地震動 Ss の比較 

（UD 成分） 

 

 

省略 

図 2-25(1) 基準地震動 Ss-D と震源を特定せず策定する地震動の比較 

（水平成分） 

 

 

省略 

図 2-25(2) 基準地震動 Ss-D と震源を特定せず策定する地震動の比較 

（鉛直成分） 

 

 

 

 

変更なし 

図 1-24(3) 基準地震動 Ss-D と 

断層モデルを用いた手法による地震動評価結果の比較 

（UD 成分） 

 

 

変更なし 

図 1-25(1) 基準地震動 Ss-D と 

断層モデルを用いた手法による基準地震動 Ss の比較 

（NS 成分） 

 

 

変更なし 

図 1-25(2) 基準地震動 Ss-D と 

断層モデルを用いた手法による基準地震動 Ss の比較 

（EW 成分） 

 

 

変更なし 

図 1-25(3) 基準地震動 Ss-D と 

断層モデルを用いた手法による基準地震動 Ss の比較 

（UD 成分） 

 

 

変更なし 

図 1-26(1) 基準地震動 Ss-D と震源を特定せず策定する地震動の比較 

（水平成分） 

 

 

変更なし 

図 1-26(2) 基準地震動 Ss-D と震源を特定せず策定する地震動の比較 

（鉛直成分） 
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補 正 前 
補 正 後 補正理由 

廃止措置計画変更認可申請書（平成 30 年 11 月 9 日付け 30 原機（再）054） 

省略 

図 2-26(1) 基準地震動 Ss の応答スペクトル 

（NS 成分） 

 

 

省略 

図 2-26(2) 基準地震動 Ss の応答スペクトル 

（EW 成分） 

 

 

省略 

図 2-26(3) 基準地震動 Ss の応答スペクトル 

（UD 成分） 

 

 

省略 

図 2-27 基準地震動 Ss-D の時刻歴波形 

 

 

省略 

図 2-28(1) 基準地震動 Ss-1 の時刻歴波形 

 

 

省略 

図 2-28(2) 基準地震動 Ss-2 の時刻歴波形 

 

 

表 2-1 敷地の地盤構造モデル（浅部） 

省略 

 

 

表 2-2 敷地の地盤構造モデル（深部） 

省略 

 

 

 

変更なし 

図 1-27(1) 基準地震動 Ss の応答スペクトル 

（NS 成分） 

 

 

変更なし 

図 1-27(2) 基準地震動 Ss の応答スペクトル 

（EW 成分） 

 

 

変更なし 

図 1-27(3) 基準地震動 Ss の応答スペクトル 

（UD 成分） 

 

 

変更なし 

図 1-28 基準地震動 Ss-D の時刻歴波形 

 

 

変更なし 

図 1-29(1) 基準地震動 Ss-1 の時刻歴波形 

 

 

変更なし 

図 1-29(2) 基準地震動 Ss-2 の時刻歴波形 

 

 

表 1-1 敷地の地盤構造モデル（浅部） 

変更なし 

 

 

表 1-2 敷地の地盤構造モデル（深部） 

変更なし 
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補 正 前 
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表 2-3 F1 断層～北方陸域の断層～塩ノ平地震断層による地震の 

断層パラメータ（基本震源モデル） 

省略 

 

 

表 2-4 F1 断層～北方陸域の断層～塩ノ平地震断層による地震の 

検討ケース 

省略 

 

 

表 2-5(1) F1 断層～北方陸域の断層～塩ノ平地震断層による地震の 

断層パラメータ（不確かさを考慮したケース：短周期レベル） 

省略 

 

 

 

表 2-5(2) F1 断層～北方陸域の断層～塩ノ平地震断層による地震の 

断層パラメータ（不確かさを考慮したケース：断層傾斜角） 

省略 

 

 

表 2-5(3) F1 断層～北方陸域の断層～塩ノ平地震断層による地震の 

断層パラメータ（不確かさを考慮したケース：アスペリティ位置） 

省略 

 

 

表 2-6 F1 断層～北方陸域の断層～塩ノ平地震断層による地震の 

地震動評価に用いる要素地震の諸元 

省略 

 

 

表 2-7 2011 年東北地方太平洋沖型地震の断層パラメータ 

（基本震源モデル） 

省略 

 

 

表 1-3 F1 断層～北方陸域の断層～塩ノ平地震断層による地震の 

断層パラメータ（基本震源モデル） 

変更なし 

 

 

表 1-4 F1 断層～北方陸域の断層～塩ノ平地震断層による地震の 

検討ケース 

変更なし 

 

 

表 1-5(1) F1 断層～北方陸域の断層～塩ノ平地震断層による地震の 

断層パラメータ（不確かさを考慮したケース：短周期レベル） 

変更なし 

 

 

 

表 1-5(2) F1 断層～北方陸域の断層～塩ノ平地震断層による地震の 

断層パラメータ（不確かさを考慮したケース：断層傾斜角） 

変更なし 

 

 

表 1-5(3) F1 断層～北方陸域の断層～塩ノ平地震断層による地震の 

断層パラメータ（不確かさを考慮したケース：アスペリティ位置） 

変更なし 

 

 

表 1-6 F1 断層～北方陸域の断層～塩ノ平地震断層による地震の 

地震動評価に用いる要素地震の諸元 

変更なし 

 

 

表 1-7 2011 年東北地方太平洋沖型地震の断層パラメータ 

（基本震源モデル） 

変更なし 

 

 

○記載の適正化 

 

 

 

 

○記載の適正化 

 

 

 

 

○記載の適正化 

 

 

 

 

 

○記載の適正化 

 

 

 

 

○記載の適正化 

 

 

 

 

○記載の適正化 

 

 

 

 

○記載の適正化 
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表 2-8 2011 年東北地方太平洋沖型地震の検討ケース 

省略 

 

 

表 2-9(1) 2011 年東北地方太平洋沖型地震の断層パラメータ 

（不確かさを考慮したケース：SMGA 位置） 

省略 

 

 

表 2-9(2) 2011 年東北地方太平洋沖型地震の断層パラメータ 

（不確かさを考慮したケース：短周期レベル） 

省略 

 

 

表 2-9(3) 2011 年東北地方太平洋沖型地震の断層パラメータ 

（不確かさを考慮したケース：SMGA 位置と短周期レベルの不確かさの重畳） 

省略 

 

 

表 2-10 2011 年東北地方太平洋沖型地震の 

地震動評価に用いる要素地震の諸元 

省略 

 

 

表 2-11 茨城県南部の地震の断層パラメータ 

（基本震源モデル） 

省略 

 

 

表 2-12 茨城県南部の地震の検討ケース 

省略 

 

 

表 2-13(1) 茨城県南部の地震の断層パラメータ 

（不確かさを考慮したケース：断層傾斜角） 

省略 

表 1-8 2011 年東北地方太平洋沖型地震の検討ケース 

変更なし 

 

 

表 1-9(1) 2011 年東北地方太平洋沖型地震の断層パラメータ 

（不確かさを考慮したケース：SMGA 位置） 

変更なし 

 

 

表 1-9(2) 2011 年東北地方太平洋沖型地震の断層パラメータ 

（不確かさを考慮したケース：短周期レベル） 

変更なし 

 

 

表 1-9(3) 2011 年東北地方太平洋沖型地震の断層パラメータ 

（不確かさを考慮したケース：SMGA 位置と短周期レベルの不確かさの重畳） 

変更なし 

 

 

表 1-10 2011 年東北地方太平洋沖型地震の 

地震動評価に用いる要素地震の諸元 

変更なし 

 

 

表 1-11 茨城県南部の地震の断層パラメータ 

（基本震源モデル） 

変更なし 

 

 

表 1-12 茨城県南部の地震の検討ケース 

変更なし 

 

 

表 1-13(1) 茨城県南部の地震の断層パラメータ 

（不確かさを考慮したケース：断層傾斜角） 

変更なし 

○記載の適正化 

 

 

 

○記載の適正化 

 

 

 

 

○記載の適正化 

 

 

 

 

○記載の適正化 

 

 

 

 

○記載の適正化 

 

 

 

 

○記載の適正化 

 

 

 

 

○記載の適正化 

 

 

 

○記載の適正化 
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表 2-13(2) 茨城県南部の地震の断層パラメータ 

（不確かさを考慮したケース：アスペリティ位置） 

省略 

 

 

表 2-13(3) 茨城県南部の地震の断層パラメータ 

（不確かさを考慮したケース：応力降下量） 

省略 

 

 

表 2-13(4) 茨城県南部の地震の断層パラメータ 

（不確かさを考慮したケース：地震規模） 

省略 

 

 

表 2-14 検討対象とする内陸地殻内地震 

省略 

 

 

表 2-15 2008 年岩手・宮城内陸地震の震源域と敷地近傍の比較 

省略 

 

 

表 2-16 2000 年鳥取県西部地震の震源域と敷地近傍の比較 

省略 

 

 

表 2-17 震源を特定せず策定する地震動の設定に用いる地盤構造モデル 

省略 

 

 

表 2-18 設計用応答スペクトルのコントロールポイント 

省略 

 

 

 

表 1-13(2) 茨城県南部の地震の断層パラメータ 

（不確かさを考慮したケース：アスペリティ位置） 

変更なし 

 

 

表 1-13(3) 茨城県南部の地震の断層パラメータ 

（不確かさを考慮したケース：応力降下量） 

変更なし 

 

 

表 1-13(4) 茨城県南部の地震の断層パラメータ 

（不確かさを考慮したケース：地震規模） 

変更なし 

 

 

表 1-14 検討対象とする内陸地殻内地震 

変更なし 

 

 

表 1-15 2008 年岩手・宮城内陸地震の震源域と敷地近傍の比較 

変更なし 

 

 

表 1-16 2000 年鳥取県西部地震の震源域と敷地近傍の比較 

変更なし 

 

 

表 1-17 震源を特定せず策定する地震動の設定に用いる地盤構造モデル 

変更なし 

 

 

表 1-18 設計用応答スペクトルのコントロールポイント 

変更なし 

 

 

 

○記載の適正化 

 

 

 

 

○記載の適正化 

 

 

 

 

○記載の適正化 

 

 

 

 

○記載の適正化 

 

 

 

○記載の適正化 

 

 

 

○記載の適正化 

 

 

 

○記載の適正化 

 

 

 

○記載の適正化 
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表 2-19 振幅包絡線の経時的変化 

省略 

 

 

表 2-20 基準地震動 Ss の 大加速度 

省略 

 

 

別添 6-1-15 基準津波の策定 

省略 

 

 

別添 6-1-16 基準竜巻及び設計竜巻の設定 

省略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 1-19 振幅包絡線の経時的変化 

変更なし 

 

 

表 1-20 基準地震動 Ss の 大加速度 

変更なし 

 

 

別添 6-1-15 基準津波の策定 

変更なし 

 

 

別添 6-1-16 基準竜巻及び設計竜巻の設定 

変更なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○記載の適正化 

 

 

 

○記載の適正化 
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別添 6-1-17 火山影響評価 

  1. 火山  

1.1 検討の基本方針 

省略 

 

1.2 調査内容及び検討内容 

1.2.1 文献調査 

  第四紀における活動が認められる火山（以下「第四紀火山」という。）

のうち，再処理施設に影響を及ぼし得る火山の抽出を目的として，第四紀

火山について，再処理施設の敷地（以下「敷地」という。）を中心とする

半径 160 km の範囲（以下「地理的領域」という。）を対象に文献調査を

実施した。 

主な文献としては「日本活火山総覧（第 3版）」（気象庁編（2013）（1）），

「日本の第四紀火山カタログ」（第四紀火山カタログ委員会編（1999）（2）），

「日本の第四紀火山」（産業技術総合研究所地質調査総合センター（2012）
（3）），「日本の火山（第 3 版）」（中野他（2013）（4）），20 万分の 1地

質図幅「新潟（第 2版）」（2010）（5），「福島」（2003）（6），「高 

田」（1994）（7），「日光」（2000）（8），「白河」（2007）（9），「長野」

（1998）（10），「宇都宮」（1991）（11），「水戸（第 2版）」（2001）（12），

「甲府」（2002）（13），「東京」（1987）（14），「千葉」（1983）（15），「横

須賀」（1980）（16），「大喜多」（1980）（17），「第四紀噴火・貫入活動デ

ータベース」（西来他（2016）（18）），「海域火データベース」（海上保安

庁海洋情報部（2013）（19））及び「新編火山灰アトラス」（町田・新井（2011）
（20））がある。 

これらの文献に基づき，地理的領域内の第四紀火山を抽出し，火山噴出

物の種類，分布，地形，規模，活動間隔等を把握した。 

 

1.2.2 地形・地質及び火山学的調査 

省略 

 

1.3 再処理施設に影響を及ぼし得る火山の抽出 

省略 

 

1.3.1 完新世に活動を行った火山 

別添 6-1-17 火山影響評価 

  1. 火山  

1.1 検討の基本方針 

変更なし 

 

1.2 調査内容及び検討内容 

1.2.1 文献調査 

第四紀における活動が認められる火山（以下「第四紀火山」という。） 

のうち，再処理施設に影響を及ぼし得る火山の抽出を目的として，第四紀 

火山について，再処理施設の敷地（以下「敷地」という。）を中心とする 

半径 160 km の範囲（以下「地理的領域」という。）を対象に文献調査を 

実施した。 

主な文献としては「日本活火山総覧（第 4版）」（気象庁編（2013）（1）），

「日本の第四紀火山カタログ」（第四紀火山カタログ委員会編（1999）（2）），

「日本の第四紀火山」（産業技術総合研究所地質調査総合センター（2012）
（3）），「日本の火山（第 3 版）」（中野他（2013）（4）），20 万分の 1地

質図幅「新潟（第 2版）」（2010）（5），「福島」（2003）（6），「高 

田」（1994）（7），「日光」（2000）（8），「白河」（2007）（9），「長野」

（1998）（10），「宇都宮」（1991）（11），「水戸（第 2版）」（2001）（12），

「甲府」（2002）（13），「東京」（1987）（14），「千葉」（1983）（15），「横

須賀」（1980）（16），「大多喜」（1980）（17），「第四紀噴火・貫入活動デ

ータベース」（西来他（2016）（18）），「海域火データベース」（海上保安

庁海洋情報部（2013）（19））及び「新編火山灰アトラス」（町田・新井（2011）
（20））がある。 

これらの文献に基づき，地理的領域内の第四紀火山を抽出し，火山噴出物

の種類，分布，地形，規模，活動間隔等を把握した。 

 

1.2.2 地形・地質及び火山学的調査 

変更なし 

 

1.3 再処理施設に影響を及ぼし得る火山の抽出 

変更なし 

 

1.3.1 完新世に活動を行った火山 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○記載の適正化 

 

 

 

 

 

 

 

○記載の適正化 
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完新世に活動を行った火山としては，高原山，那須岳，男体・女峰火山群，

日光白根山，赤城山，燧ヶ
ひうちが

岳
たけ

，安達太良山，磐梯山，沼沢，吾妻山及び榛名
は る な

 

山の11の火山があり，将来の活動可能性が否定できない火山として抽出した。 

 

 （1）～（4） 省略 

 

 （5）赤城山 

赤城山は，群馬県前橋市北部に位置する第四紀火山であり，複成火山

－カルデラ，溶岩ドームで構成される。敷地からの距離は約 127 km で

ある。活動年代については，30 万年前より古くから活動し， 新噴火は

1251 年とされている（西来他（2016）（18））。赤城山の活動履歴の評価

に当たっては大森（1986）（38），鈴木（1990）（39），富田他（1994）（40），

宇井（1997）（41），青木他（2008）（42），高橋他（2012）（43），及川（2012）
（44），山元（2014a）（45），山元（2014b）（46），山元（2016）（47），気象

庁編（2013）（1）及び産業技術総合研究所地質調査総合センター編（2014）
（30）を参照した。 

赤城山の活動は中央火口丘形成期，新期成層火山形成期，古期成層火

山形成期に分けられる。 新活動期の中央火口丘形成期は 4.4 万年前に

開始され， 新の噴火は 1251 年噴火であり，この噴火による降下火砕

物が確認されている（山元（2014a）（45），青木他（2008）（43），及川（2012）
（44）等）。一方で，早川（1999）（48）によれば，1251 年噴火に対応する堆

積物は確認されておらず，1251 年噴火の根拠とされる吾妻鏡の記録は，

噴火ではなく山火事の記録である可能性が指摘されている。しかし，及

川（2012）（44）等では，1251 年の水蒸気噴火による堆積物の可能性があ

る火山灰層が認められ，同時期の噴火を記録した別の歴史記録も報告さ

れている。 

完新世に活動を行った火山であることから，再処理施設に影響を及ぼ

し得る火山として抽出した。 

 

（6）～（10） 省略 

 

（11）榛名山 

榛名山は，群馬県高崎市に位置する第四紀火山であり，成層火山

－カルデラ，溶岩ドーム及び火砕丘で構成される。敷地からの距離は約

157 km である。活動年代は約 50 万年前以降で， 新噴火は 6世紀後半

完新世に活動を行った火山としては，高原山，那須岳，男体・女峰火山群，

日光白根山，赤城山，燧ヶ
ひうちが

岳
たけ

，安達太良山，磐梯山，沼沢，吾妻山及び榛名
は る な

山の 11 の火山があり，再処理施設に影響を及ぼし得る火山として抽出した。 

 

（1）～（4） 変更なし 

 

（5）赤城山 

赤城山は，群馬県前橋市北部に位置する第四紀火山であり，複成火山

－カルデラ，溶岩ドームで構成される。敷地からの距離は約 127 km で 

ある。活動年代については，30 万年前より古くから活動し， 新噴火は

1251 年とされている（西来他（2016）（18））。赤城山の活動履歴の評価に

当たっては大森（1986）（38），鈴木（1990）（39），富田他（1994）（40），宇

井（1997）（41），青木他（2008）（42），高橋他（2012）（43），及川（2012）
（44），山元（2014a）（45），山元（2014b）（46），山元（2016）（47），気象 

庁編（2013）（1）及び産業技術総合研究所地質調査総合センター編（2014）
（30）を参照した。 

赤城山の活動は中央火口丘形成期，新期成層火山形成期，古期成層火

山形成期に分けられる。 新活動期の中央火口丘形成期は 4.4 万年前に

開始され， 新の噴火は 1251 年噴火であり，この噴火による降下火砕物

が確認されている（山元（2014a）（45），高橋他（2012）（43），及川（2012）
（44）等）。一方で，早川（1999）（48）によれば，1251 年噴火に対応する堆

積物は確認されておらず，1251 年噴火の根拠とされる吾妻鏡の記録は，

噴火ではなく山火事の記録である可能性が指摘されている。しかし，及川

（2012）（44）等では，1251 年の水蒸気噴火による堆積物の可能性がある火

山灰層が認められ，同時期の噴火を記録した別の歴史記録も報告されて

いる。 

完新世に活動を行った火山であることから，再処理施設に影響を及ぼ

し得る火山として抽出した。 

 

（6）～（10） 変更なし 

 

（11）榛名山 

榛名山は，群馬県高崎市に位置する第四紀火山であり，成層火山

－カルデラ，溶岩ドーム及び火砕丘で構成される。敷地からの距離は約

157 km である。活動年代は約 50 万年前以降で， 新噴火は 6世紀後半
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～7 世紀初頭とされている（西来他（2016）（18））。榛名山の活動履歴の評

価に当たっては大森（1986）（38），Soda（1996）（63），第四紀火山カタログ委

員会編（1999）（2），下司（2013）（64），山元（2013a）（26），中野他（2013）
（4），気象庁編（2013）（1）及び産業技術総合研究所地質調査総合センター編

（2014）（30）を参照した。 

榛名山は古期榛名火山，新期榛名火山に区分される（下司（2013）（64）

等）。 新の噴火では，プリニー式噴火により降下火砕物，火砕流とし

て榛名二ツ岳伊香保テフラが噴出したとされた（山元（2013b）（65））。 

完新世に活動を行った火山であることから，再処理施設に影響を及ぼ

し得る火山として抽出した。 

全活動期間よりも 後の活動終了からの期間が短い火山であることか

ら，再処理施設に影響を及ぼし得る火山として抽出した。 

 

1.3.2 完新世に活動を行っていない火山のうち将来の火山活動可能性が否定 

できない火山 

完新世に活動を行っていない 21 の火山のうち， 後の活動終了か

らの期間が過去の 大休止期間より短いとみなされる場合は，将来の

活動可能性が否定できないと判断し，その結果，笹森山と子持山の 2

火山を将来の活動可能性が否定できない火山として抽出した。 

 

 

（1）～（2） 省略 

 

1.3.3 再処理施設に影響を及ぼし得る火山 

省略 

 

1.4 火山活動に関する個別評価 

1.4.1 活動履歴に関する文献調査 

省略 

 

   1.5 火山事象の影響評価 

再処理施設に影響を及ぼし得る火山（13 火山）について，再処理施設 

     の廃止措置中における活動可能性と規模を考慮し，再処理施設の安全性に影 

     響を与える可能性について検討した。 

なお，降下火砕物については，地理的領域外の火山も含めてその影響を評 

     価した。 

～7世紀初頭とされている（西来他（2016）（18））。榛名山の活動履歴の評

価に当たっては大森（1986）（38），Soda（1996）（63），第四紀火山カタログ委

員会編（1999）（2），下司（2013）（64），山元（2013a）（26），中野他（2013）
（4），気象庁編（2013）（1）及び産業技術総合研究所地質調査総合センター編

（2014）（30）を参照した。 

榛名山は古期榛名火山，新期榛名火山に区分される（下司（2013）（64）

等）。 新の噴火では，プリニー式噴火により降下火砕物，火砕流とし

て榛名二ツ岳伊香保テフラが噴出したとされた（山元（2013b）（65））。 

完新世に活動を行った火山であることから，再処理施設に影響を及ぼ

し得る火山として抽出した。 

 

 

 

1.3.2 完新世に活動を行っていない火山のうち将来の火山活動可能性が否定 

できない火山 

完新世に活動を行っていない 21 の火山のうち， 後の活動終了か

らの期間が全活動期間又は過去の 大休止期間より短いとみなされる

場合は，将来の活動可能性が否定できないと判断し，その結果，笹森

山と子持山の 2 火山を再処理施設に影響を及ぼし得る火山として抽出

した。 

 

（1）～（2） 変更なし 

 

1.3.3 再処理施設に影響を及ぼし得る火山 

 変更なし 

 

1.4 火山活動に関する個別評価 

1.4.1 活動履歴に関する文献調査 

変更なし 

 

   1.5 火山事象の影響評価 

再処理施設に影響を及ぼし得る火山（13 火山）について，活動可能 

     性と規模を考慮し，再処理施設の安全性に影響を与える可能性について検 

討した。 

なお，降下火砕物については，地理的領域外の火山も含めてその影響を評   

     価した。 
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1.5.1 降下火砕物 

（1）層厚に関する評価 

町田・新井（2011）（20），山元（2013a）（26）等に基づき，敷地周辺に分布が

確認または推定される降下火砕物を確認した。そのうち，噴出源が同定でき

る降下火砕物については，当該火山の将来の噴火の可能性について噴火履歴

等から検討した。一方，噴出源が同定できない降下火砕物については，その

堆積状況より検討した。敷地周辺で分布が推定される主な降下火砕物の給源

火山と敷地の距離，敷地での層厚，噴火規模及び再処理施設の廃止措置中に

おける同規模の噴火の可能性の有無について、文献調査の結果の整理を

表 1.5-1 に示し、再処理施設の廃止措置中に同規模の噴火の可能性の

ある降下火砕物の分布を図 1.5-1 に示す。 

 

ａ. 降下火砕物の給源を特定できる火山の同規模噴火の可能性 

（a）満美穴テフラ，日光早乙女テフラ，日光行川テフラ，日光矢板テフラ（男体・

女峰火山群） 

満美穴テフラ，日光早乙女テフラ，日光行川テフラ及び日光矢板テフラは 

男体女峰火山群を給源火山とし，それぞれ約 10 万年前，約 13 万年前， 

約 14 万年前に噴出したとされる（山元（2012）（24））。 

佐々木（1994）（33）によれば，男体・女峰火山群において，約 60 万年前 

から約 7万年前までは女峰赤薙火山が活動し，日光溶岩ド－ム群の活動を経 

て，約 2万年前以降に男体火山，三ツ岳火山，日光白根火山が活動したとさ

れる。        

上記を踏まえると，満美穴テフラ，日光早乙女テフラ，日光行川テフラ及 

び日光矢板テフラが噴出されたのは女峰赤薙火山の活動期であり，現在の活 

動は男体火山の活動期であると考えられる。 

以上のことから，再処理施設の廃止措置中における満美穴テフラ，日光早 

乙女テフラ，日光行川テフラ及び日光矢板テフラと同規模噴火の発生可能性 

は十分に小さいと判断される。 

 

（b）真岡テフラ（飯士山） 

真岡テフラは飯士山を給源火山とし，約 22 万年前に噴出したとされる 

（山元（2013a）（26））。 

西来他（2016）（18），中野他（2013）（4），赤石・ 梅田（2002）（70）によれば， 

飯士山の活動形式は成層火山であり，その活動年代は約 30 万年前～約 20 

万年前とされている。 

上記を踏まえると，全活動期間よりも 後の活動からの期間が長いことか 

1.5.1 降下火砕物 

（1）層厚に関する評価 

町田・新井（2011）（20），山元（2013a）（26）等に基づき，敷地周辺に分布が

確認または推定される降下火砕物を確認した。そのうち，噴出源が同定でき

る降下火砕物については，当該火山の将来の噴火の可能性について噴火履歴

等から検討した。一方，噴出源が同定できない降下火砕物については，その

堆積状況より検討した。敷地周辺で分布が推定される主な降下火砕物の噴出

源と敷地の距離，敷地での層厚，噴火規模及び降下火砕物が再処理施設に影

響を及ぼす可能性の有無について，文献調査の結果の整理を表 1.5-1 に

示し，再処理施設に影響を及ぼす可能性のある降下火砕物の分布を図 1.5-

1 に示す。 

 
ａ.  噴出源が同定できる降下火砕物の同規模噴火の発生可能性 

（a）満美穴テフラ，日光早乙女テフラ，日光行川テフラ，日光矢板テフラ（男体・

女峰火山群） 

満美穴テフラ，日光早乙女テフラ，日光行川テフラ及び日光矢板テフラは 

男体女峰火山群を噴出源とし，それぞれ約 10 万年前，約 13 万年前， 

約 14 万年前に噴出したとされる（山元（2012）（24））。 

佐々木（1994）（33）によれば，男体・女峰火山群において，約 60 万年前 

から約 7万年前までは女峰赤薙火山が活動し，日光溶岩ド－ム群の活動を経

て，約 2万年前以降に男体火山，三ツ岳火山，日光白根火山が活動したとさ

れる。      

上記を踏まえると，満美穴テフラ，日光早乙女テフラ，日光行川テフラ及 

び日光矢板テフラが噴出されたのは女峰赤薙火山の活動期であり，現在の活 

動は男体火山の活動期であると考えられる。 

以上のことから，満美穴テフラ，日光早乙女テフラ，日光行川テフラ及び

日光矢板テフラと同規模噴火の発生可能性は十分に小さいと判断される。 

 

 

（b）真岡テフラ（飯士山） 

真岡テフラは飯士山を噴出源とし，約 22 万年前に噴出したとされる 

（山元（2013a）（26））。 

西来他（2016）（18），中野他（2013）（4），赤石・ 梅田（2002）（70）によれば， 

飯士山の活動形式は成層火山であり，その活動年代は約 30 万年前～約 20 

万年前とされている。 

上記を踏まえると，全活動期間よりも 後の活動からの期間が長いことか 
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ら，飯士山は将来の活動可能性はない火山と判断される。 

以上のことから，再処理施設の廃止措置中における真岡テフラと同規模噴 

火の発生可能性は十分に小さいと判断される。 

 

（c）谷口テフラ，大峰テフラ（爺ヶ岳），恵比須峠福田テフラ，丹生川テフラ 

（穂高岳） 

谷口テフラ及び大峰テフラの給源火山である爺ヶ岳，並びに恵比須峠福 

田テフラ及び丹生川テフラの給源火山である穂高岳はいずれも飛騨山脈に 

位置する第四紀火山である（及川（2003）（71））。 

及川（2003）（71）によれば，飛騨山脈での火成活動はステージ 1～3 

の 3 つの活動期に区分され，谷口テフラ，大峰テフラ，恵比須峠福田テフラ， 

丹生川テフラを発生させた時期はいずれもステージ 1（2.5 Ma 

～1.5 Ma）である。 

現在の活動期はステージ 3（0.8 Ma〜0 Ma）であり，東西圧縮応力場 

のもとで，成層火山形成を主体とした活動が継続していることから，飛騨山 

脈においてステージ 1 で発生した大規模な噴火の発生可能性は十分に小さ 

いと考えられる。 

以上のことから，再処理施設の廃止措置中において谷口テフラ，大峰テフ 

ラ，恵比須峠福田テフラ，丹生川テフラと同規模の噴火の発生可能性は十分 

に小さいと判断される。 

 

（d）姶良Ｔｎテフラ（姶良カルデラ） 

姶良Ｔｎテフラは，南九州の姶良カルデラを給源火山とし，約 2.8 

万年前～約 3万年前に噴出した広域テフラである（町田・新井（2011）（20）） 
現在の姶良カルデラの活動期は，Nagaoka（1988）（72）に基づけば， 

後カルデラ火山噴火ステ－ジであると考えられる。破局的噴火の活動間隔 

（約 6万年以上）は， 新の破局的噴火である約 4万年前の姶良Ｔｎ 

テフラの噴出からの経過期間と比べ十分に長く，破局的噴火に先行して発生 

するプリニー式噴火ステージの兆候が認められないことから，破局的噴火ま 

でには十分な時間的余裕があると考えられる。 
以上のことから，再処理施設の廃止措置中における，姶良Ｔｎテフラと 

同規模噴火の可能性は十分に小さいと判断される。 
 

（e）鬼界アカホヤテフラ，鬼界葛原テフラ（鬼界カルデラ） 

鬼界アカホヤテフラは約 7,300 年前に，鬼界葛原テフラは約 9.5 万 

年前に，いずれも鬼界カルデラを給源火山として噴出した広域テフラであ 

ら，飯士山は将来の活動可能性はない火山と判断される。 

以上のことから，真岡テフラと同規模噴火の発生可能性は十分に小さいと 

判断される。 

 

（c）谷口テフラ，大峰テフラ（爺ヶ岳），恵比須峠福田テフラ，丹生川テフラ 

（穂高岳） 

谷口テフラ及び大峰テフラの噴出源である爺ヶ岳，並びに恵比須峠福 

田テフラ及び丹生川テフラの噴出源である穂高岳はいずれも飛騨山脈に 

位置する第四紀火山である（及川（2003）（71））。 

及川（2003）（71）によれば，飛騨山脈での火成活動はステージ 1～3 

の 3 つの活動期に区分され，谷口テフラ，大峰テフラ，恵比須峠福田テフラ， 

丹生川テフラを発生させた時期はいずれもステージ 1（2.5 Ma 

～1.5 Ma）である。 

現在の活動期はステージ 3（0.8 Ma〜0 Ma）であり，東西圧縮応力場 

のもとで，成層火山形成を主体とした活動が継続していることから，飛騨山 

脈においてステージ 1 で発生した大規模な噴火の発生可能性は十分に小さ 

いと考えられる。 

以上のことから，谷口テフラ，大峰テフラ，恵比須峠福田テフラ，丹生川 

テフラと同規模の噴火の発生可能性は十分に小さいと判断される。 

 

 

（d）姶良Ｔｎテフラ（姶良カルデラ） 

姶良Ｔｎテフラは，南九州の姶良カルデラを噴出源とし，約 2.8 

万年前～約 3万年前に噴出した広域テフラである（町田・新井（2011）（20）） 

現在の姶良カルデラの活動期は，Nagaoka（1988）（72）に基づけば， 

後カルデラ火山噴火ステ－ジであると考えられる。破局的噴火の活動間隔 

（約 6万年以上）は， 新の破局的噴火である約 3万年前の姶良Ｔｎ 

テフラの噴出からの経過期間と比べ十分に長く，破局的噴火に先行して発生 

するプリニー式噴火ステージの兆候が認められないことから，破局的噴火ま 

でには十分な時間的余裕があると考えられる。 

以上のことから，姶良Ｔｎテフラと同規模噴火の可能性は十分に小さいと 

判断される。 

 

（e）鬼界アカホヤテフラ，鬼界葛原テフラ（鬼界カルデラ） 

鬼界アカホヤテフラは約 7,300 年前に，鬼界葛原テフラは約 9.5 万 

年前に，いずれも鬼界カルデラを噴出源として噴出した広域テフラであ 
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る（町田・新井（2011）（20））。現在の鬼界カルデラの活動期は，Nagaoka 

（1988）（72）による後カルデラ火山噴火ステ－ジ（薩摩硫黄島）と考えられ 

る。また，鬼界カルデラにおける破局的噴火の活動間隔は約 5万年以上 

であり， 新の破局的噴火からの経過期間（約 0.7 万年）に比べて十分 

長いことから，破局的噴火までには十分な時間的余裕があると考えられる。 

以上のことから，再処理施設の廃止措置中における鬼界アカホヤテフラ 

及び鬼界葛原テフラと同規模噴火の発生可能性は十分に小さいと判断される。 

 

 

阿蘇 4 テフラは約 8.5 万年前～約 9万年前に，阿蘇 3 テフラは約 13 

万年前にいずれも阿蘇カルデラを給源火山として噴出した広域テフラであ 

る（町田・新井（2011）（20））。 

Nagaoka（1988）（72）に基づけば，現在の阿蘇カルデラの活動期は，  

新の破局的噴火（約 9万年前の阿蘇 4 テフラの噴出）以降，阿蘇山に 

おいて草千里ヶ浜軽石等の多様な噴火様式による小規模噴火が発生してい 

ることから，阿蘇山における後カルデラ期の活動と考えられる。破局的噴 

火の 短の活動間隔（約 2 万年）は， 新の破局的噴火からの経過期間 

（約 9万年）と比べて短いため，破局的噴火のマグマ溜まりを形成し 

ている可能性，破局的噴火を発生させるマグマ供給系ではなくなっている可 

能性が考えられる。苦鉄質火山噴出物及び珪長質火山噴出物の給源火口の分 

布（三好他（2005）（73））から，地下に大規模な珪長質マグマ溜まりは存在 

していないと考えられる。 

以上のことから，再処理施設の廃止措置中における阿蘇 4，阿蘇 3テフラと 

同規模噴火の発生可能性は十分に小さいと判断される。 

 

（f）大山倉吉テフラ（大山火山） 

大山倉吉テフラは，約 5.5 万年前に大山を給源火山として噴出した広域テ 

フラである（町田・新井（2011）（20））。 

守屋（1983）（74）の日本の第四紀火山の地形発達過程に基づく分類 

によれば，大山は 終期である第 4 期とされる。また，米倉  

（2001）（75）によれば，一般にこの第 4期の噴出量は第 1期〜第 3期と比べて 

少なく，数 km3とされる。 

山元（2014b）（46）による活動履歴情報の整理に基づけば，約 40 万年 

前以降， も規模の大きな噴火は大山倉吉テフラ噴火であるが，これに至る 

活動間隔は，大山倉吉テフラ噴火以降の経過期間に比べて十分に長く，次の 

大山倉吉テフラ規模の噴火までには十分な時間的余裕があると考えられる。 

る（町田・新井（2011）（20））。現在の鬼界カルデラの活動期は，Nagaoka 

（1988）（72）による後カルデラ火山噴火ステ－ジ（薩摩硫黄島）と考えられ 

る。また，鬼界カルデラにおける破局的噴火の活動間隔は約 5万年以上 

であり， 新の破局的噴火からの経過期間（約 0.7 万年）に比べて十分 

長いことから，破局的噴火までには十分な時間的余裕があると考えられる。 

以上のことから，鬼界アカホヤテフラ及び鬼界葛原テフラと同規模噴火 

の発生可能性は十分に小さいと判断される。 

 

（f）阿蘇 4・阿蘇 3テフラ（阿蘇カルデラ） 

阿蘇 4 テフラは約 8.5 万年前～約 9万年前に，阿蘇 3 テフラは約 13 

万年前にいずれも阿蘇カルデラを噴出源として噴出した広域テフラであ 

る（町田・新井（2011）（20））。 

Nagaoka（1988）（72）に基づけば，現在の阿蘇カルデラの活動期は，  

新の破局的噴火（約 9万年前の阿蘇 4 テフラの噴出）以降，阿蘇山に 

おいて草千里ヶ浜軽石等の多様な噴火様式による小規模噴火が発生してい 

ることから，阿蘇山における後カルデラ期の活動と考えられる。破局的噴 

火の 短の活動間隔（約 2 万年）は， 新の破局的噴火からの経過期間 

（約 9万年）と比べて短いため，破局的噴火のマグマ溜まりを形成し 

ている可能性，破局的噴火を発生させるマグマ供給系ではなくなっている可 

能性が考えられる。苦鉄質火山噴出物及び珪長質火山噴出物の給源火口の分 

布（三好他（2005）（73））から，地下に大規模な珪長質マグマ溜まりは存在 

していないと考えられる。 

以上のことから，阿蘇 4，阿蘇 3テフラと同規模噴火の発生可能性は十分 

に小さいと判断される。 

 

（g）大山倉吉テフラ（大山火山） 

大山倉吉テフラは，約 5.5 万年前に大山を噴出源として噴出した広域テ 

フラである（町田・新井（2011）（20））。 

守屋（1983）（74）の日本の第四紀火山の地形発達過程に基づく分類 

によれば，大山は 終期である第 4 期とされる。また，米倉  

（2001）（75）によれば，一般にこの第 4期の噴出量は第 1期〜第 3期と比べて 

少なく，数 km3とされる。 

山元（2014b）（46）による活動履歴情報の整理に基づけば，約 40 万年 

前以降， も規模の大きな噴火は大山倉吉テフラ噴火であるが，これに至る 

活動間隔は，大山倉吉テフラ噴火以降の経過期間に比べて十分に長く，次の 

大山倉吉テフラ規模の噴火までには十分な時間的余裕があると考えられる。 
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ただし，噴出量が数 km3以下の規模の噴火については，大山倉吉テフラ 

噴火以前もしくは以降においても繰り返し発生している。また，Zhao et al. 

（2011）（76）によれば，大山火山の地下深部に広がる低速度層と，大 

山火山の西方地下で発生している低周波地震の存在から，地下深部にはマグ 

マ溜まりが存在している可能性が示唆される。保守的に，この低速度層をマ 

グマ溜まりとして評価した場合，その深度は 20 km 以深に位置し，これ 

は爆発的噴火を引き起こす珪長質マグマの浮力中立点の深度 7 km 

（東宮（1997）（77））よりも深い位置に相当する。 

以上のことから，再処理施設の廃止措置中における大山倉吉テフラと同規 

模噴火の発生可能性は十分に小さいと判断される。 

 

（g）御嶽第１テフラ（御嶽山） 

御嶽第 1 テフラは，約 9.5 万年前～約 10 万年前に御嶽山を給源火山と 

して噴出した広域テフラである（町田・新井（2011）（20））。 

御嶽山の活動は，山元（2014b）（46）及び及川他（2014）（78）によれば，古期 

御嶽火山と新期御嶽火山に分けられ，現在は新期御嶽火山の活動期であり， 

御嶽第１テフラは約 10 万年前に発生したとされる。また，木村（1993）（79） 

によれば，新期御嶽火山の活動は 3つのステージに分けられ，御嶽第 1 テ 

フラをもたらした噴火が発生したステージはＯ1 ステージ（デイサイト 

－流紋岩質のプリニー式噴火と，カルデラ陥没及び溶岩ドームの形成）であり， 

現在は山頂付近の小円錐火山群の形成期であるＯ３ステージであるとされる。 

なお，及川他（2014）（78）によれば，過去 1万年以内に少なくとも 4回の 

マグマ噴火が確認されている。 

以上のことから，御嶽山においては，現在の活動期（Ｏ３ステージ）が今後 

も継続すると考えられることから，再処理施設の廃止措置中における御嶽第１ 

テフラと同規模噴火の発生可能性は十分に小さいと判断される。 

 

（h）立川ロ－ム上部ガラス質テフラ，浅間板鼻黄色テフラ（浅間山） 

立川ロ－ム上部ガラス質テフラは約 1.5 万年前～約 1.6 万年前に，浅間 

板鼻黄色テフラは約 1.5 万年前～約 1.65 万年前に，浅間山を給源火山と 

して噴出した広域テフラである（町田・新井（2011）（20））。 

高橋他（2013）（80）によれば，浅間山の活動は，黒斑火山，仏岩火山， 

前掛火山に区分される。高橋・安井（2013）（81） によれば， 新期の活動で 

ある前掛火山は約 1万年前（山元（2014b）（46））から活動を開始したとさ 

れる。 

山元（2014b）（46）によれば，立川ローム上部ガラス質テフラ及び浅間板鼻黄 

ただし，噴出量が数 km3以下の規模の噴火については，大山倉吉テフラ 

噴火以前もしくは以降においても繰り返し発生している。また，Zhao et al.

（2011）（76）によれば，大山火山の地下深部に広がる低速度層と，大 

山火山の西方地下で発生している低周波地震の存在から，地下深部にはマグ 

マ溜まりが存在している可能性が示唆される。保守的に，この低速度層をマ 

グマ溜まりとして評価した場合，その深度は 20 km 以深に位置し，これ 

は爆発的噴火を引き起こす珪長質マグマの浮力中立点の深度 7 km 

（東宮（1997）（77））よりも深い位置に相当する。 

以上のことから，大山倉吉テフラと同規模噴火の発生可能性は十分に小さい 

と判断される。 

 

（h）御嶽第１テフラ（御嶽山） 

御嶽第 1 テフラは，約 9.5 万年前～約 10 万年前に御嶽山を噴出源と 

して噴出した広域テフラである（町田・新井（2011）（20））。 

御嶽山の活動は，山元（2014b）（46）及び及川他（2014）（78）によれば，古期 

御嶽火山と新期御嶽火山に分けられ，現在は新期御嶽火山の活動期であり， 

御嶽第１テフラは約 10 万年前に発生したとされる。また，木村（1993）（79） 

によれば，新期御嶽火山の活動は 3つのステージに分けられ，御嶽第 1テ 

フラをもたらした噴火が発生したステージはＯ1 ステージ（デイサイト 

－流紋岩質のプリニー式噴火と，カルデラ陥没及び溶岩ドームの形成）であり，

現在は山頂付近の小円錐火山群の形成期であるＯ３ステージであるとされる。 

なお，及川他（2014）（78）によれば，過去 1万年以内に少なくとも 4回の 

マグマ噴火が確認されている。 

以上のことから，御嶽山においては，現在の活動期（Ｏ３ステージ）が今後 

も継続すると考えられることから，御嶽第１テフラと同規模噴火の発生可能性 

は十分に小さいと判断される。 

 

（i）立川ロ－ム上部ガラス質テフラ，浅間板鼻黄色テフラ（浅間山） 

立川ロ－ム上部ガラス質テフラは約 1.5 万年前～約 1.6 万年前に，浅間 

板鼻黄色テフラは約 1.5 万年前～約 1.65 万年前に，浅間山を噴出源とし 

て噴出した広域テフラである（町田・新井（2011）（20））。 

高橋他（2013）（80）によれば，浅間山は，黒斑火山，仏岩火山，前掛火

山に区分される。高橋・安井（2013）（81） によれば， 新期の活動である前

掛火山は約 1万年前（山元（2014b）（46））から活動を開始したとされる。 

 

山元（2014b）（46）によれば，立川ローム上部ガラス質テフラ及び浅間板鼻黄 
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色テフラは仏岩火山の活動であり，現在は前掛火山の活動となっており， 

2015 年にはごく小規模な噴火が発生し，微量の降灰が確認された（気 

象庁（2015）（82））。 

なお，現在の活動での 大規模の噴火は，浅間Ｂテフラであるが，敷地周辺 

（半径約 30 km 以内）で確認または分布は推定されない。 

 

 

 

(i) 箱根火山群（箱根東京テフラ，箱根吉沢下部７テフラ） 

箱根東京テフラは約 6.6 万年前に，箱根吉沢下部 7テフラは約 12.8 万年前 

～約 13.2 万年前の間に，箱根火山群を給源火山として噴出した広域テフラで 

ある（町田・新井（2011）（20））。 

長井・高橋（2008）（83）によれば，箱根火山群の活動は，初期の陸上火山 

活動であるステージ 1，玄武岩～安山岩質成層火山群形成期のステージ 2，安 

山岩質成層火山群及び独立単成火山群形成期のステージ 3，カルデラ及び単成 

火山群形成期のステージ 4，前期中央火口丘形成期のステージ 5，爆発的噴火 

期のステージ 6，後期中央火口丘形成期のステージ 7に区分される。 

山元（2014b）（46）によれば，箱根東京テフラは爆発的噴火を主体としていた 

ステージ 6，箱根吉沢下部 7テフラはステージ 5で発生した降下火砕物である。 

現在は中央火口丘での溶岩ド－ムの活動であるステージ 7であり，顕著な降下 

火砕物の発生は確認されない。 

以上のことから，箱根火山群については，現在の活動期（ステージ 

7）が今後も継続すると考えられることから，再処理施設の廃止措置中における 

箱根東京テフラ及び箱根吉沢下部 7テフラと同規模噴火の発生可能性は十分に 

小さいと判断される。 

 

（j）飯縄山（飯縄上樽 aテフラ） 

飯縄上樽 aテフラは，約 13 万年前に飯縄山を給源火山として噴出した 

テフラである（町田・新井（2011）（20））。 

飯縄山は，第 1 活動期と第 2 活動期の 2つの活動期間に大別され，第 1 

活動期は，約 34 万年前ごろ，第 2 活動期は約 20 万年前にはじまり，飯 

縄上樽 aテフラは第 2 活動期に発生した（早津他（2008）（84））。早津他（2008）
（84） によれば，飯縄山は妙高火山群を構成する火山の 1つであり，その 

活動は玄武岩質マグマによって開始し，デイサイト質マグマの活動によって終

わるとされ，飯縄山の第 2 活動期においても噴出するマグマの性質が玄武岩質

から安山岩質，安山岩質からデイサイト質へと変化したとされる。また，第

色テフラは仏岩火山の活動であり，現在は前掛火山の活動となっており， 

2015 年にはごく小規模な噴火が発生し，微量の降灰が確認された（気 

象庁（2015）（82））。 

なお，現在の活動での 大規模の噴火は，浅間Ｂテフラであるが，敷地周辺 

（半径約 30 km 以内）で確認または分布は推定されない。 

以上のことから，浅間山においては，立川ローム上部ガラス質テフラ及び浅 

間板鼻黄色テフラと同規模噴火の発生可能性は十分に小さいと判断される。 

 

(j) 箱根火山群（箱根東京テフラ，箱根吉沢下部７テフラ） 

箱根東京テフラは約 6.6 万年前に，箱根吉沢下部 7テフラは約 12.8 万年前 

～約 13.2 万年前の間に，箱根火山群を噴出源として噴出した広域テフラで 

ある（町田・新井（2011）（20））。 

長井・高橋（2008）（83）によれば，箱根火山群の活動は，初期の陸上火山 

活動であるステージ 1，玄武岩～安山岩質成層火山群形成期のステージ 2，安 

山岩質成層火山群及び独立単成火山群形成期のステージ 3，カルデラ及び単成 

火山群形成期のステージ 4，前期中央火口丘形成期のステージ 5，爆発的噴火 

期のステージ 6，後期中央火口丘形成期のステージ 7に区分される。 

山元（2014b）（46）によれば，箱根東京テフラは爆発的噴火を主体としていた 

ステージ 6，箱根吉沢下部 7テフラはステージ 5で発生した降下火砕物である。 

現在は中央火口丘での溶岩ド－ムの活動であるステージ 7であり，顕著な降下 

火砕物の発生は確認されない。 

以上のことから，箱根火山群については，現在の活動期（ステージ 

7）が今後も継続すると考えられることから，箱根東京テフラ及び箱根吉沢下部 

7 テフラと同規模噴火の発生可能性は十分に小さいと判断される。 

 

 

（k）飯縄山（飯縄上樽 aテフラ） 

飯縄上樽 aテフラは，約 13 万年前に飯縄山を噴出源として噴出した 

テフラである（町田・新井（2011）（20））。 

飯縄山は，第 1 活動期と第 2 活動期の 2 つの活動期間に大別され，第 1

活動期は，約 34 万年前ごろ，第 2 活動期は約 20 万年前にはじまり，飯

縄上樽 aテフラは第 2 活動期に発生した（早津他（2008）（84））。早津他（2008）
（84） によれば，飯縄山は妙高火山群を構成する火山の 1 つであり，その

活動は玄武岩質マグマによって開始し，デイサイト質マグマの活動によって終

わるとされ，飯縄山の第 2活動期においても噴出するマグマの性質が玄武岩質

から安山岩質，安山岩質からデイサイト質へと変化したとされる。また，第
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2 活動期は，飯縄上樽 a テフラ噴出後の活動である溶岩ド－ム群の活動 

を 後に急速に衰退し，約 6万年前の水蒸気爆発の発生以降，噴火の痕跡は 

確認されず，噴気活動や高温の温泉の湧出等は全く認められないことから，現

在，火山活動は完全に停止状態にあると考えられる（早津他（2008）（84））。 

以上のことから，再処理施設の廃止措置中における飯縄上樽 aテフラと同規 

模噴火の発生可能性は十分に小さいと判断される。 

 

（k）大町 Apm テフラ群（樅沢岳） 

大町 Apm テフラ群は，樅沢岳を給源火山として噴出した広域テフラ群である 

（町田・新井（2011）（20））。 

西来他（2016）（18），中野他（2013）（4），原山（1990）（85），町田・新井（2011）
（20）等によれば，火山の活動形式は火砕流であり，その活動年代は約 40 万年

～約 30 万年前とされている。 

上記を踏まえると，樅沢岳は全活動期間より， 後の活動終了からの期間が 

長いことから，将来の活動可能性はないと判断される。 

以上のことから，再処理施設の廃止措置中における大町 Apm テフラ群と同 

規模噴火の可能性は十分に小さいと判断される。 

 

（l）貝塩上宝テフラ（上宝） 

貝塩上宝テフラは，上宝を給源として噴出した広域テフラである（町田・ 

新井（2011）（20））。 

西来他（2016）（18），中野他（2013）（4）によれば，火山の活動形式は火砕流 

であり，その活動期間は約 60 万年前とされている。また，鈴木（2000）（86） 

等によれば，約 62 万年前から約 60 万年前の間に大規模な噴火が発生し，貝塩

給源火道から上宝火砕流及び貝塩上宝テフラが噴出したとされる。上宝は全活

動期間よりも 後の活動終了からの期間が長いことから，将来の活動可能性は

ないと判断される。 

以上のことから，再処理施設の廃止措置中における貝塩上宝テフラと同規模

噴火の可能性は十分に小さいと判断される。 

 

（m）八甲田国本テフラ（八甲田カルデラ） 

八甲田国本テフラは，約 76 万年前に八甲田カルデラ（八甲田火山）を 

給源火山とし噴出した広域テフラである（町田・ 新井（2011）（20））。 

気象庁編（2013）（1）によれば，八甲田火山は，南八甲田火山群，北八甲 

田火山群に区分され，八甲田カルデラは北八甲田火山群の直下～北東に存在す 

るとされている。中野他（2013）（4）及び工藤他（2011）（87）によれば，八甲田 

2 活動期は，飯縄上樽 a テフラ噴出後の活動である溶岩ド－ム群の活動

を 後に急速に衰退し，約 6万年前の水蒸気爆発の発生以降，噴火の痕跡は

確認されず，噴気活動や高温の温泉の湧出等は全く認められないことから，現

在，火山活動は完全に停止状態にあると考えられる（早津他（2008）（84））。 

以上のことから，飯縄上樽 aテフラと同規模噴火の発生可能性は十分に小さ 

いと判断される。 

 

（l）大町 Apm テフラ群（樅沢岳） 

大町 Apm テフラ群は，樅沢岳を噴出源として噴出した広域テフラ群である 

（町田・新井（2011）（20））。 

西来他（2016）（18），中野他（2013）（4），原山（1990）（85），町田・新井（2011）
（20）等によれば，火山の活動形式は火砕流であり，その活動年代は約 40 万年

～約 30 万年前とされている。 

上記を踏まえると，樅沢岳は全活動期間より， 後の活動終了からの期間が 

長いことから，将来の活動可能性はないと判断される。 

以上のことから，大町 Apm テフラ群と同規模噴火の可能性は十分に小さい 

と判断される。 

 

（m）貝塩上宝テフラ（上宝） 

貝塩上宝テフラは，上宝を噴出源として噴出した広域テフラである（町田・ 

新井（2011）（20））。 

西来他（2016）（18），中野他（2013）（4）によれば，火山の活動形式は火砕流 

であり，その活動期間は約 60 万年前とされている。また，鈴木（2000）（86） 

等によれば，約 62 万年前から約 60 万年前の間に大規模な噴火が発生し，貝塩

給源火道から上宝火砕流及び貝塩上宝テフラが噴出したとされる。上宝は全活

動期間よりも 後の活動終了からの期間が長いことから，将来の活動可能性は

ないと判断される。 

以上のことから，貝塩上宝テフラと同規模噴火の可能性は十分に小さいと判 

断される。 

 

（n）八甲田国本テフラ（八甲田カルデラ） 

八甲田国本テフラは，約 76 万年前に八甲田カルデラ（八甲田火山）を 

噴出源とし噴出した広域テフラである（町田・ 新井（2011）（20））。 

気象庁編（2013）（1）によれば，八甲田火山は，南八甲田火山群，北八甲 

田火山群に区分され，八甲田カルデラは北八甲田火山群の直下～北東に存在す 

るとされている。中野他（2013）（4）及び工藤他（2011）（87）によれば，八甲田 
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火山の活動を，南八甲田火山群，八甲田カルデラ及び北八甲田火山群の 

活動に区分し，このうち，八甲田カルデラにおいては，約 1 Ma（八甲田中里 

川），0.9 Ma（八甲田黄瀬），0.76 Ma（八甲田第１期）及び 0.4 Ma（八甲田第 

２期）に大規模火砕流を噴出したとされている。八甲田火山は，110 万年前 

から活動を開始し，南八甲田火山及び八甲田カルデラの活動後， 近 30 万

年間では，北八甲田火山群のみの活動が継続している。八甲田国本テフラは八甲

田カルデラの活動で発生したものであり，現在は北八甲田群の活動である。 

以上のことから，再処理施設の廃止措置中における八甲田国本テフラと同規 

模噴火の発生可能性は十分に小さいと判断される。 

 

 

（n）玉川 R4 テフラ（玉川カルデラ） 

玉川 R4 テフラは，約 200 万年前に玉川カルデラを給源火山とし噴出した 

広域テフラである（町田・新井（2011）（20））。 

鈴木・中山（2007）（88）によれば，敷地周辺に玉川 R4 テフラの分布が 

示され，その降灰年代は 2.0 Ma と推定されるとしている。梅田他（1999）
（57）によれば，東北日本の 2 Ma 以降の火山活動は，活動年代，噴出量，噴火

様式及び広域応力場変遷の観点から次の 3 ステージに区分される。ステ

ージ 1（2 Ma〜1 Ma）では，弱圧縮応力場の環境下で大規模珪長質火砕流の噴

出が卓越したとされる。ステージ 2（1 Ma〜0.6 Ma）では，強圧縮場の環

境下で成層火山の活動が卓越したとされる。ステージ 3（0.6 Ma 以降）では，

強圧縮場におかれ，脊梁山脈全体で断層運動が活発化し，大規模珪長質火砕流，

成層火山の活動が共に認められ，マグマ噴出量が増大したとされる。 

現在の東北日本における火山活動はステージ 3 に相当することに加え，

高橋（1995）(89)によれば，大量の珪長質マグマを蓄積するには低地殻歪

速度が必要であるとされることから，再処理施設の廃止措置中における玉川 R4

テフラと同規模噴火の発生可能性は十分に小さいと判断される。 

 

b. 給源火山が特定できない降下火砕物 

 敷地周辺で確認された給原火山が特定できない降下火砕物は，敷地から南西

に約 34 km の茨城県笠間町大古山の涸沼川沿いで確認される「涸沼川テフラ」 

（山元（2013a）（26））の 1つである。本テフラは見和層下部のエスチュアリ－ 

相泥質堆積物中に再堆積物として挟まれる層厚 15 ㎝の軽石質の粗粒火山灰で 

あるとされている（山元（2013a）（26））。また，涸沼川テフラは敷地近傍において 

その分布が認められないことから，敷地への影響は十分に小さいと判断される。 

 

火山の活動を，南八甲田火山群，八甲田カルデラ及び北八甲田火山群の 

活動に区分し，このうち，八甲田カルデラにおいては，約 1 Ma（八甲田中里

川），0.9 Ma（八甲田黄瀬），0.76 Ma（八甲田第１期）及び 0.4 Ma（八甲田第

２期）に大規模火砕流を噴出したとされている。八甲田火山は，110 万年前

から活動を開始し，南八甲田火山群及び八甲田カルデラの活動後， 近

30 万年間では，北八甲田火山群のみの活動が継続している。八甲田国本テフラ

は八甲田カルデラの活動で発生したものであり，現在は北八甲田火山群の活動

である。 

以上のことから，八甲田国本テフラと同規模噴火の発生可能性は十分に小さ 

いと判断される。 

 

（o）玉川 R4 テフラ（玉川カルデラ） 

玉川 R4 テフラは，約 200 万年前に玉川カルデラを噴出源として噴出した

広域テフラである（町田・新井（2011）（20））。 

鈴木・中山（2007）（88）によれば，敷地周辺に玉川 R4 テフラの分布が 

示され，その降灰年代は 2.0 Ma と推定されるとしている。梅田他（1999）
（57）によれば，東北日本の 2 Ma 以降の火山活動は，活動年代，噴出量，噴火

様式及び広域応力場変遷の観点から次の 3 ステージに区分される。ステ

ージ 1（2 Ma〜1 Ma）では，弱圧縮応力場の環境下で大規模珪長質火砕流の噴

出が卓越したとされる。ステージ 2（1 Ma〜0.6 Ma）では，強圧縮応力場

の環境下で成層火山の活動が卓越したとされる。ステージ 3（0.6 Ma 以降）で

は，強圧縮応力場におかれ，脊梁山脈全体で断層運動が活発化し，大規模珪長

質火砕流，成層火山の活動が共に認められ，マグマ噴出量が増大したとされる。 

現在の東北日本における火山活動はステージ 3 に相当することに加え，

高橋（1995）(89)によれば，大量の珪長質マグマを蓄積するには低地殻歪

速度が必要であるとされることから，玉川 R4 テフラと同規模噴火の発生可能

性は十分に小さいと判断される。 

 

b. 噴出源が同定できない降下火砕物 

敷地周辺で確認された噴出源が同定できない降下火砕物は，敷地から南西 

に約 34 km の茨城県笠間町大古山の涸沼川沿いで確認される「涸沼川テフラ」 

（山元（2013a）（26））の 1つである。本テフラは見和層下部のエスチュアリ－ 

相泥質堆積物中に再堆積物として挟まれる層厚 15 ㎝の軽石質の粗粒火山灰で 

あるとされている（山元（2013a）（26））。また，涸沼川テフラは敷地近傍において 

その分布が認められないことから，敷地への影響は十分に小さいと判断される。 
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c. 設計上考慮する降下火砕物の層厚の検討 

文献調査の結果から，敷地周辺で分布が推定される主な降下火砕物のうち， 

噴出源が同定でき，再処理施設の廃止措置中における同規模の噴火の可能性の 

ある降下火砕物として，赤城山を給源とする赤城鹿沼テフラ，赤城水沼 1テフ 

ラ，赤城水沼 8－9テフラ，赤城行川テフラ，赤城水沼 2テフラ，赤城水沼 8 

テフラ，男体・女峰火山群を給源とする男体今市テフラ，男体七本桜テフラ， 

沼沢を給源とする沼沢芝原テフラ，高原山を給源とする高原戸室山 2テフラ， 

榛名山を給源とする榛名八崎テフラ及び燧ケ岳を給源とする燧ヶ岳七入テフ 

ラが挙げられる。 

一方，噴出源が同定できない降下火砕物として，涸沼川テフラが認められる。 

これらの降下火砕物のうち，敷地周辺において層厚とその噴火規模が も

大きい降下火砕物は赤城鹿沼テフラであり，設計上考慮する降下火砕物とし

て詳細に検討を行った。 
 

(a) 降下火砕物の分布状況 

赤城鹿沼テフラの分布に関する以下の文献調査の結果及び敷地周辺で実施 

された既往の地質調査の結果から，赤城鹿沼テフラの敷地及び敷地近傍で 

の 大の層厚は 20 cm であることが確認されるが，敷地周辺における層厚の 

ばらつきを考慮した場合，過去の分布状況から想定される層厚として 大 

40 cm と評価される。 

 

 

 

 

 

ｲ. 文献調査 

省略 

 

ﾛ. 地質調査 

再処理施設の近隣の原子力施設である日本原子力発電株式会社（JAPC）の 

東海第二原子力発電所における敷地周辺の地質調査の結果（JAPC（2017）（105）） 

によると，赤城鹿沼テフラの分布状況は文献調査の結果と整合してお

り，敷地及び敷地近傍で約 15 cm～約 20 cm としている（図 1.5－2）。

また，再処理施設敷地から西方約 3 km に位置する東海駅地点の地質調査

（JAPC（2017）（105））においては，露頭の一部に段丘堆積物を削り込む谷が認

 

c. 設計上考慮する降下火砕物の層厚の検討 

文献調査の結果から，敷地周辺で分布が推定される主な降下火砕物のうち， 

噴出源が同定でき，同規模の噴火の可能性のある降下火砕物として，赤城山を 

噴出源とする赤城鹿沼テフラ，赤城水沼 1テフラ，赤城水沼 9－10 テフラ，赤城 

行川 2テフラ，赤城水沼 2テフラ，赤城水沼 8テフラ，男体・女峰火山群を噴 

出源とする男体今市テフラ，男体七本桜テフラ，沼沢を噴出源とする沼沢芝原 

テフラ，高原山を噴出源とする高原戸室山 2テフラ，榛名山を噴出源とする榛 

名八崎テフラ，燧ケ岳を噴出源とする燧ヶ岳七入テフラ及び四阿山を噴出源と 

する四阿菅平 2テフラが挙げられる。 

一方，噴出源が同定できない降下火砕物として，涸沼川テフラが認められる。 

これらの降下火砕物のうち，敷地周辺において層厚とその噴火規模が も

大きい降下火砕物は赤城鹿沼テフラであり，設計上考慮する降下火砕物とし

て詳細に検討を行った。 

 

(a) 降下火砕物の分布状況 

赤城鹿沼テフラの分布に関する以下の文献調査の結果及び敷地周辺で実施 

された既往の地質調査の結果から，赤城鹿沼テフラの敷地及び敷地近傍で 

の 大の層厚は 20 cm であることが確認されるが，敷地周辺における層厚を 

考慮した場合， 大 45 cm と評価される。 

 

 

 

 

 

 

ｲ. 文献調査 

変更なし 

 

ﾛ. 地質調査 
再処理施設の近隣の原子力施設である日本原子力発電株式会社（JAPC）の 

東海第二原子力発電所における敷地周辺の地質調査の結果（JAPC（2017,2018）
（105））によると，赤城鹿沼テフラの分布状況は文献調査の結果と整合し

ており，敷地及び敷地近傍で約 15 cm～約 20 cm，敷地周辺で 大 45 

cm（東茨城郡茨城地点）としている（図 1.5－2）。また，再処理施設敷地

から西方約 3 km に位置する東海駅地点の地質調査（JAPC（2017,2018）（105））

 

 

 

○記載の適正化 

○記載の適正化 

○記載の適正化 

○記載の適正化 

○記載の適正化 

○記載の適正化 

○記載の適正化 
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められ，この谷部を埋めるように，男体今市テフラ等をレンズ状に含む

風化火山灰（谷埋め堆積物）とそれをさらに削り込んで分布する腐植土が

認められるとしており，本露頭における赤城鹿沼テフラの層厚は 大約 20 

cm であるとしている（図 1.5－3）。 

 

 

（b）降下火砕物シミュレ－ション 

現在の気象条件での敷地における降下火砕物の層厚を検討するため，敷地周

辺における堆積厚さが も大きい赤城鹿沼テフラの給原火山である赤城山を

対象に，数値シミュレ－ション（Tephra2）を用いて降下火砕物の堆積量を推定

した。 

山元（2016）（47），高橋他（2012）（43）及び守屋（1979）（90）によれば，赤城山の 

活動は約 50 万年前から溶岩と火砕岩を主とした噴火様式の古期成層山の活動 

から始まり，約 22 万年前の山体崩壊を境に，その後，新期成層火山の火山と

なっている。新期成層火山についても 3つの活動期に分けられ，赤城鹿沼テフ

ラは現在の活動ステージである後カルデラ期に発生した降下火砕物であると

される。現在の赤城山の活動ステージにおいて 大規模の降下火砕物噴火は赤

城鹿沼テフラであり，その噴出量は 2 DRE km3（見かけ体積 5 km3）とされてい

る（図 1.5－4）。このことを踏まえ，解析条件の噴出量には見かけ体積 5 km3を

設定し，その他のパラメ－タについては，町田・新井（2011）（20）及び山元（2013a）
（26）の等層厚線図と解析結果とがおおむね整合する解析条件を設定した。主な

解析条件については表 1.5－2 に示す。 

風向・風速は，気象庁が行っているラジオゾンデの定期観測データ（観測地

点：館野）を用いて行った。 

月別平年解析の結果，1 年を通じて偏西風の影響を受け，分布主軸が東 

から東北東に向く傾向があり，敷地における降下火砕物の堆積厚さは 7月の 9 

時の風のケースで 大（約 15 cm）となる（図 1.5－5）。さらに，層厚が 

大となった 7 月の 9時を基本ケ－スとして，噴煙柱・風速・風向の 3つの 

要素について，不確かさに関する検討を行った（図 1.5－6）。その結果，風速

の不確かさを考慮した場合が 大となり，その層厚は約 20 cm である。 

 

(c) 降下火砕物の分布事例 

省略 

 

d. 設計上考慮する降下火砕物の層厚の設定 

省略 

においては，露頭の一部に段丘堆積物を削り込む谷が認められ，この谷部を

埋めるように，男体今市テフラ等をレンズ状に含む風化火山灰（谷

埋め堆積物）とそれをさらに削り込んで分布する腐植土が認められるとして

おり，本露頭における赤城鹿沼テフラの層厚は 大約 20 cm であるとし

ている（図 1.5－3）。 

 

（b）降下火砕物シミュレ－ション 

現在の気象条件での敷地における降下火砕物の層厚を検討するため，敷地周

辺における堆積厚さが も大きい赤城鹿沼テフラの噴出源である赤城山を対

象に，数値シミュレ－ション（Tephra2）を用いて降下火砕物の堆積量を推定

した。 

山元（2016）（47），高橋他（2012）（43）及び守屋（1979）（90）によれば，赤城山の 

活動は約 50 万年前から溶岩と火砕岩を主とした噴火様式の古期成層火山の活

動から始まり，約 22 万年前の山体崩壊を境に，その後，新期成層火山の活動

となっている。新期成層火山についても 3つの活動期に分けられ，赤城鹿沼テ

フラは現在の活動ステージである後カルデラ期に発生した降下火砕物である

とされる。現在の赤城山の活動ステージにおいて 大規模の降下火砕物噴火は

赤城鹿沼テフラであり，その噴出量は 2 DRE km3（見かけ体積 5 km3）とされて

いる（図 1.5－4）。このことを踏まえ，解析条件の噴出量には見かけ体積 5 km3

を設定し，その他のパラメ－タについては，町田・新井（2011）（20）及び山元

（2013a）（26）の等層厚線図と解析結果とがおおむね整合する解析条件を設定し

た。主な解析条件については表 1.5－2 に示す。 

風向・風速は，気象庁が行っているラジオゾンデの定期観測データ（観測地

点：館野）を用いて行った。 

月別平年解析の結果，1 年を通じて偏西風の影響を受け，分布主軸が東 

から東北東に向く傾向があり，敷地における降下火砕物の堆積厚さは 7月の 9 

時の風のケースで 大（約 15 cm）となる（図 1.5－5）。さらに，層厚が 

大となった 7 月の 9 時を基本ケ－スとして，噴煙柱・風速・風向の 3つの 

要素について，不確かさに関する検討を行った（図 1.5－6）。その結果，風速

の不確かさを考慮した場合が 大となり，その層厚は約 20 cm である。 

 

(c) 降下火砕物の分布事例 

変更なし 

 

d. 設計上考慮する降下火砕物の層厚の設定 

 変更なし 

の調査結果等を踏

まえた設定である

ことが分かるよう

に記載の見直し 
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（2）粒径及び密度に関する評価 

ａ. 粒径 

山元（2013a）（26）によると，敷地は赤城鹿沼テフラの 8 mm と 4 mm の等粒径

線の間に位置する。また，東海第二原子力発電所で実施した敷地での赤城鹿沼

テフラの粒度分布を土質試験によって確認した結果（JAPC（2017）（105）），

大約 4.7 mm であったとされている。 

以上のことから，8.0 mm 以下と設定する。 

 

b. 密度 

富田他（1994）（40）によれば，笠間地区における赤城鹿沼テフラの密度は湿

潤状態で 1.0 g/cm3，乾燥状態で 0.3 g/cm3である。また，東海第二原子力発

電所で実施した地質調査（土質試験）により敷地における赤城鹿沼テフラの

密度を確認した結果（JAPC（2017）（105）），湿潤密度で 大約 1.1 g/cm3，乾燥

密度で 小約 0.3 g/cm3であったとされている。 

一方で，宇井（1997）（41）によれば，乾燥した火山灰は密度が 0.4 g/cm3～

0.7 g/cm3であるが，湿ると 1.2 g/cm3を超えることがあるとされている。 

以上のことから，湿潤密度は 1.5g/cm3，乾燥密度は 0.3g/cm3と設定する。 

 

1.5.2～1.5.5 省略 

 

（参考文献）  

（1）気象庁，日本活火山総覧（第 4 版），気象業務支援センター，2013，1500p 

（2）第四紀火山カタログ委員会，日本の第四紀火山カタログ，火山，vol.44，no.6，

1999， pp.285-289 

（3）産業技術総合研究所地質調査総合センター，日本の第四紀火山， 

https://gbank.gsj.jp/volcano－ 

QV/VOL_JP/index.htm，Ver.1.49，更新 :2012，6.25 

（4）中野俊他，日本の火山（第 3版）， 産業技術総合研究所地質調査総合センター，

2013 

（5）高橋浩他，20 万分の１地質図幅「新潟（第２版）」，産業技術総合研究所地質調

査総合センター，2010 

（6）久保和也他，20 万分の１地質図幅「福島」，産業技術総合研究所地質調査総合セ

ンター，2003 

（7）竹内圭史他，20 万分の１地質図幅「高田」，工業技術院地質調査所，1994 

（8）山元孝広他，20 万分の１地質図幅「日光」，工業技術院地質調査所，2000 

 

（2）粒径及び密度に関する評価 

ａ. 粒径 

山元（2013a）（26）によると，敷地は赤城鹿沼テフラの 8 mm と 4 mm の等粒径

線の間に位置する。また，東海第二原子力発電所で実施した敷地での赤城鹿沼

テフラの粒度分布を土質試験によって確認した結果（JAPC（2017,2018）
（105））， 大で約 4.8 mm であったとされている。 

以上のことから，8.0 mm 以下と設定する。 

 

b. 密度 

富田他（1994）（40）によれば，笠間地区における赤城鹿沼テフラの密度は湿

潤状態で 1.0 g/cm3，乾燥状態で 0.3 g/cm3である。また，東海第二原子力発

電所で実施した地質調査（土質試験）により敷地における赤城鹿沼テフラの

密度を確認した結果（JAPC（2017,2018）（105）），湿潤密度で 大約 1.1 g/cm3，

乾燥密度で 小約 0.3 g/cm3であったとされている。 

一方で，宇井（1997）（41）によれば，乾燥した火山灰は密度が 0.4 g/cm3～

0.7 g/cm3であるが，湿ると 1.2 g/cm3を超えることがあるとされている。 

以上のことから，湿潤密度は 1.5g/cm3，乾燥密度は 0.3g/cm3と設定する。 

 

1.5.2～1.5.5 変更なし 

 

（参考文献） 

（1）気象庁，日本活火山総覧（第 4 版），気象業務支援センター，2013，1500p 

（2）第四紀火山カタログ委員会，日本の第四紀火山カタログ，火山，vol.44，no.6，

1999， pp.285-289 

（3）産業技術総合研究所地質調査総合センター，日本の第四紀火山， 

https://gbank.gsj.jp/volcano－ 

QV/VOL_JP/index.htm，Ver.1.49，更新 :2012，6.25 

（4）中野俊他，日本の火山（第 3版）， 産業技術総合研究所地質調査総合センター，

2013 

（5）高橋浩他，20 万分の１地質図幅「新潟（第２版）」，産業技術総合研究所地質調

査総合センター，2010 

（6）久保和也他，20 万分の１地質図幅「福島」，産業技術総合研究所地質調査総合セ

ンター，2003 

（7）竹内圭史他，20 万分の１地質図幅「高田」，工業技術院地質調査所，1994 

（8）山元孝広他，20 万分の１地質図幅「日光」，工業技術院地質調査所，2000 
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ンター，2007 
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図 1.4-2（1/11）火砕物密度流の到達可能性範囲（那須岳） 
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図 1.4-2（2/11）火砕物密度流の到達可能性範囲（男体・女峰火山群） 
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図 1.4-2（3/11）火砕物密度流の到達可能性範囲（赤城山） 
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図 1.4-2（3/11）火砕物密度流の到達可能性範囲（赤城山） 
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図 1.4-2（11/11）火砕物密度流の到達可能性範囲（榛名山） 
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図 1.5-1 敷地周辺の主な降下火砕物の分布 
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